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  22..  女女川川原原子子力力発発電電所所のの発発電電実実績績

発電電力量 設備利用率 発電電力量 設備利用率 発電電力量 設備利用率 発電電力量 設備利用率
（GW/h） （％） （GW/h） （％） （GW/h） （％） （GW/h） （％）

昭和59年度 3,779 98.9 3,779 98.9

昭和60年度 3,453 75.2 3,453 75.2

昭和61年度 3,545 77.2 3,545 77.2

昭和62年度 3,370 73.2 3,370 73.2

昭和63年度 3,603 78.5 3,603 78.5

平成元年度 3,197 69.7 3,197 69.7

平成２年度 3,017 65.7 3,017 65.7

平成３年度 3,552 77.2 3,552 77.2

平成４年度 3,311 72.1 3,311 72.1

平成５年度 3,473 75.7 3,473 75.7

平成６年度 3,643 79.4 3,643 79.4

平成７年度 2,574 55.9 4,621 94.1 7,195 75.6

平成８年度 4,477 97.5 5,525 76.5 10,003 84.6

平成９年度 3,501 76.3 5,968 82.6 9,469 80.1

平成10年度 3,561 77.6 7,140 98.8 10,702 90.6

平成11年度 3,769 81.9 6,110 84.3 9,880 83.4

平成12年度 4,586 99.9 6,087 84.2 10,673 90.3

平成13年度 3,598 78.4 5,018 69.4 1,208 100.0 9,823 75.4

平成14年度 2,011 43.8 7,025 97.2 6,511 90.1 15,547 81.6

平成15年度 3,116 67.7 3,456 47.7 7,006 96.7 13,578 71.1

平成16年度 2,490 54.2 5,924 82.0 5,539 76.6 13,953 73.3

平成17年度 1,544 33.6 2,989 41.4 2,899 40.1 7,432 39.0

平成18年度 0 0.0 2,686 37.2 4,171 57.7 6,857 36.0

平成19年度 2,852 62.0 5,083 70.1 2,770 38.2 10,705 56.1

平成20年度 21 0.5 7,181 99.4 4,891 67.7 12,092 63.5

平成21年度 3,959 86.2 3,713 51.4 5,383 74.5 13,055 68.6

平成22年度 3,044 66.3 4,360 60.3 5,083 70.3 12,486 65.6

平成23年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成24年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成25年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成26年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成27年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成28年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成29年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成30年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和元年度 - - 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和2年度 - - 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和3年度 - - 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和4年度 - - 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和5年度 - - 0 0.0 0 0.0 0 0.0

累計 83,047 52.3 82,886 40.0 45,460 28.4 211,393 40.2

注２　出典：東北電力株式会社

注３　ＭＷ：メガワット（1,000,000ワット）

注４　ＧＷｈ：ギガワット時（1,000,000,000ワット時）

注５　女川1号機は平成30年12月21日に運転終了

注１　本データは、女川1号機、2号機及び3号機とも営業運転開始以降のものを示す。ただし、備考欄の累積発電電力量は

　　　試運転開始からの累積となる。

（電気出力：524MW）
女川１号機 女川原子力発電所女川３号機女川２号機

（電気出力：825MW） （電気出力：825MW） （電気出力：2,174MW）

H13.5.12
1000億
kWh到達

H8.6.10
500億kWh
到達

H4.7.10
300億kWh
到達

H1.10.10
200億kWh
到達

S61.10.20
100億kWh
到達

備考
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[[11]]11号号機機 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状 況
評価尺度
（※１）

対象
（※２）

1 S58.12.23 試運転中、原子炉再循環ポンプ（B）速度が低下したため、出力低下。 - 通達

2 S59.1.30
試運転中、原子炉再循環ポンプ（B）が原子炉再循環ポンプM-Gセット発電機ロックアウト
動作によりトリップしたため、出力低下。

- 通達

3 S60.6.25
調整運転中、蒸気加減弁開度位置検出器の不調により原子炉圧力が低下したため、「原子
炉水位高」により蒸気タービンが自動停止し、引き続き原子炉が自動停止。

- 法律

4 S62.2.11 定格出力運転中、復水器水室（A-1）の出口伝導度が上昇。点検補修のため出力制御。 - 通達
5 S62.2.26 定格出力運転中、復水器水室（B-2）の出口伝導度が上昇。点検補修のため出力制御。 - 通達

6 S62.8.22
定格出力運転中、主変圧器のタップ切換装置に操作支障が発生したが、運転に支障がない
ため、電力需給の緩和を待って10月に点検・補修のため原子炉手動停止。タップ切換装置
の操作支障の原因は、接触摺動面の面荒れのため。

- 法律

7 H1.8.27
定格出力運転中、タービン蒸気加減弁の開度指示信号の微小変動が認められ、開度位置検
出器等を取り替えるため、出力降下。原因は、開度位置検出器のコネクタピンが接触不良
を起こしたため。

- 通達

8 H2.11.19
調整運転中、タービン発電機のタービン軸受メタル温度に上昇傾向が認められたため、原
子炉手動停止。原因は、軸受に潤滑油を供給する系統のオリフィスストレーナの取付け不
良により、潤滑油が不足したため。

- 法律

9 H3.8.9
定格出力運転中、2個あるうちの1つの給水流量調整弁の追従性が悪いことが判明したた
め、調査のため出力降下。原因は、当該弁の駆動用空気を制御するブースタリレーに不具
合が発生したため。

- 通達

10 H4.8.31
定格出力運転中、「主蒸気隔離弁閉」の信号により原子炉自動停止。原因は、主蒸気圧力
検出器のブルドン管に疲労による亀裂が生じ、実際の圧力より高い誤信号が発生し、ター
ビンバイパス弁等が開いたため。

0+ 法律

11 H5.11.27

定格出力運転中、「中性子束高高」の発信により原子炉自動停止。原因は、制御棒側と反
制御棒側の燃料集合体間隔に差のある1号機において、地震の揺れによって燃料集合体間隔
が変化（拡大）したことにより、水による中性子の減速効果が高まり、一時的に中性子束
が上昇したことによる。（※３）

0+ 通達

12 H5.12.2

起動中、原子炉給水ポンプ（C）を起動したところ、停止中の原子炉給水ポンプ（B）の逆
回転が認められたため、原子炉手動停止。原因は、原子炉給水ポンプ（B）吐出逆止弁の弁
体のロックナットの締付けが不十分であったことから給水の脈動の影響により当該締付け
部が磨耗し、弁体の着座がずれたため。

0- 法律

13 H8.4.24

定格出力運転中、原子炉格納容器内の圧力が上昇していることが確認されたため、原子炉
を手動停止。原因は、主蒸気隔離弁パイロット弁のポペットシールが、製造段階での融合
不足による欠陥が存在した状態で装着していたことで制御用窒素の圧力により欠損し、窒
素が漏えいしたため。

0- 法律

14 H10.6.11
中間停止を行うため、原子炉停止操作を実施していたところ、発電機解列後の原子炉減圧
過程において、核分裂の状態を監視するため中性子の量を計測している中間領域モニタの
値が原子炉スクラム設定値を上回り、原子炉が自動停止した。

1 法律

15 H11.6.3

定格出力運転中、2台ある原子炉冷却材再循環ポンプのうち1台でシール水のドレン流量の
増加が認められたため、原子炉手動停止。原因は、前回定検時のシール水系統の工事にお
いて発生した微細な異物が除去しきれず、当該ポンプのメカニカルシール部に混入、同部
の面荒れを生じさせたため。

0- 法律

16 H17.2.25

定格熱出力一定で運転中、原子炉格納容器への窒素補給回数が通常よりも増加しているこ
とから、原子炉を手動停止。原因は、高圧注水系タービン排気ライン逆止弁のアームと弁
体ロッドの接合部の隙間にスケールが付着したことに加え、弁の動作に伴う弁体ロッドの
わずかな変形が相まって、弁体の動きが悪くなり、格納容器運転圧力において弁体の着座
不良が発生し、窒素が漏えいしたため。

0- 法律

17 H19.5.22
起動中、高圧注水系の定期試験において高圧注水系ポンプの出口流量が定格流量に到達し
なかったため、原子炉手動停止。原因は、高圧注水系第一試験用調整弁に弁体で絞られた
流れによる振動が発生し、大きな力が繰り返し加わることで弁棒が折損していたため。

0- 法律

18 H21.3.23

発電機出力上昇過程（電気出力10万5千キロワットで保持中）において、89本ある制御棒の
うち1本の制御棒が操作していないにもかかわらず、全引抜位置から全挿入する事象が発生
し、電気出力が10万5千キロワットから10万キロワットに低下。原因は、当該制御棒駆動水
圧計の空気抜き作業を原子炉運転中に実施したため。

1 法律

19 H23.3.11
定格熱出力運転中、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した津波の影響により、屋外に設置
していた1号機補助ボイラー用の重油貯蔵タンクが倒壊していることを確認するとともに、
重油貯蔵タンクから1号機取水口（海洋）側へ重油が流出していることを確認。

評価
対象外

法律

33..  女女川川原原子子力力発発電電所所トトララブブルル発発生生状状況況
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[[11]]11号号機機 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状 況 評価尺度 対象

20 H23.4.1

東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉停止中（冷温停止中）、非常用ディーゼル発電機（A）
の定期検査を実施したところ、所内電源系へ接続するための同期検定器が動作せず、手動
での所内電源系への接続ができなかった。その後、同期検定器の点検実施中に、ディーゼ
ル発電機が起動していない状態でディーゼル発電機と所内電源系が接続される事象が発生
し、非常用ディーゼル発電機の電圧調整などに使用している回路が損傷した。同期検定器
の動作不良の原因は、東北地方太平洋沖地震により発生した高圧電源盤火災の影響による
ケーブルの地絡によるものと推定。

0+ 法律

21 H24.4.4

定期検査のため停止中、非常用補機冷却海水ポンプ（A）が自動停止し、非常用補機冷却海
水ポンプ（C）が自動起動した。現場において停止したポンプの電動機を調査したところ、
絶縁抵抗が著しく低下していることを確認した。点検調査の結果、非常用補機冷却海水ポ
ンプ用の電動機の潤滑油給油口から雨水等が浸入し、電動機内に錆が発生、固定子コイル
内で地絡が生じ、ポンプが自動停止したものと推定。

0- 法律

22 H24.6.7
定期検査のため停止中、原子炉建屋天井クレーンの点検を実施したところ、当該クレーン
走行部1か所で車輪の軸受に損傷が確認され、当該クレーンが必要な機能を有していないと
判断した。

評価
対象外

法律

  

[[22]]22号号機機 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状 況 評価尺度 対象

1 H6.12.11
臨界後の試験運転中、原子炉核計装系の定期試験を行ったところ、安全保護系が動作して
原子炉自動停止。原因は、当該試験の手順書の一部に不備があったことから、原子炉自動
停止に至る信号を発生させたため。

1 法律

2 H7.12.24
定格出力運転中、湿分分離加熱器ドレンタンク（B1）高水位調節弁付近より水の滴下が認
められたため、原子炉を手動停止。原因は、当該弁の製作過程におけるボンネットフラン
ジ部のボルトの締付け力の不足があったこと等により漏えいが発生したため。

0- 法律

3 H10.3.5

定期検査中、原子炉を起動し臨界状態のところ、給水配管のドレン配管を通じて給水の一
部が復水器に流れていることが認められたため、原子炉を手動停止。原因は、当該ドレン
配管に設置されているドレン弁及び水抜き弁のシート部に微小な異物がかみ込まれ、浸食
が発生、進展したため。

0- 法律

4 H13.9.25
定格出力運転中、原子炉再循環ポンプの軸封部（メカニカルシール）のシール機能が低下
する兆しが認められたため、念のため軸封部を取り替えることとし、原子炉手動停止。原
因は、微細な異物が軸封部に侵入したためと推定。

0- 法律

5 H14.3.7

定期検査中、パトロール中に復水流量計配管付け根部からの水漏れを発見。原因は、当該
配管付け根部の溶接施工時に溶接溶け込み不足が生じ、当該溶接部の疲労損傷が発生しや
すい状態であったこと、及び給復水系の運転に伴って発生する配管振動により当該溶接部
に繰り返し応力が加わり割れが生じたもの。

0- 法律

6 H14.6.20
定格出力運転中、原子炉再循環ポンプの軸封部（メカニカルシール）のシール室圧力に低
下傾向が認められたため、軸封部を取り替えることとし、原子炉手動停止。原因は、微細
な異物が軸封部に侵入したためと推定。

0- 法律

7 H18.8.3

定期検査中、原子炉建屋地下3階トーラス室の床面に水たまりを発見。調査の結果、動作試
験のために弁を全開にした際、その弁の上流側に溜まっていた水が下流に流れ、点検のた
め分解中であった下流側の弁から漏えいし、床面に滴下したもの。原因は、各作業を行う
担当課の間の連携不足により重要な情報が共有されていなかったことと、系統隔離する弁
に関する管理方法等が不明確であったため。

0- 法律

8 H23.3.11

原子炉起動中、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した津波の影響により、原子炉補機冷却
水ポンプ（B）、（D）および高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプが自動停止したことか
ら、非常用ディーゼル発電機（B）および高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は冷却水の
供給がなくなり、自動停止した。海水が浸水した原因は、津波による水位上昇の影響で海
水ポンプ室に設置している水位計設置箱の上蓋が押し上げられ、そこから流入した海水が
ケーブルトレイおよび配管の貫通部を通じて配管等の地下通路に流入した後、配管の貫通
部を通して、原子炉補機冷却系熱交換器室等に浸水したためと推定。

2 法律
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[[33]]33号号機機 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状 況 評価尺度 対象

1 H19.11.10

出力上昇過程において、気体廃棄物処理系の水素濃度及び流量が上昇したことから、原子
炉を手動で緊急停止。原子炉内で発生した水素と酸素が同系統の排ガス再結合器において
化学反応により水になるべきところ、反応に必要な酸素量が十分に供給されずに、水にな
らなかった水素と酸素がそのまま下流側へ流出したためと推定。実機を模擬した試験か
ら、「酸素／水素濃度比」には、出力に応じて、ある値を下回ると急激に化学反応が起こ
りにくくなる「しきい値」付近で運転していたためと推定。

0- 法律

2 H21.5.28

定期検査中、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの隔離解除作業を実施していたところ、
137本ある制御棒のうち、1本の制御棒が、全挿入位置からさらに挿入側に動作（過挿入）
し、直後に全挿入位置に戻った。原因は、方向制御弁（123弁）のシート面に異物をかみ込
んだことによりシートリークが発生して過挿入に至ったが、異物がシート面から排出され
たことで制御棒を挿入側に動作させる力がなくなったことから、自重で全挿入位置に戻っ
たもの。

0+ 法律

トトララブブルル以以外外のの事事象象 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状況 評価尺度 対象

1 H14.9.23 原子炉施設の点検指示等により発見された1号機炉心シュラウドのひび割れ 0- -

2 H14.11.28 過去に発見されていた原子炉再循環系配管のひび割れ 1 -

3 H15.5.26 「三陸南地震」により3号機原子炉自動停止 - -

4 H17.8.16 「8・16宮城地震」により全3基原子炉自動停止 - -

5 H23.3.11 「東北地方太平洋沖地震」により全3基原子炉自動停止 - -

（※１）評価尺度（国際原子力事象評価尺度（International Nuclear Event Scale：[INES]））

原子力発電所等で発生した事故・故障等の影響の度合いを簡明かつ客観的に判断出来るように示した評価

尺度である。事故や事象を安全上重要ではない事象レベル0から、チェルノブイリ事故に相当する重大な

事故レベル7までの8段階に分けている。なお、評価尺度は、平成4年8月1日から適用

（※２）対象

法律対象：「電気事業法」「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の規定に基づくもの

通達対象：「法律対象」に該当しない軽微なトラブルで「大臣通達」に基づくもの

　　　　　原子炉等規制法の規則改正（平成15年10月1日）に伴い、通達は廃止され「法律対象」に一本化

（※３）当初、事故原因は「定格出力運転中、「中性子束高高」の発信により原子炉自動停止。原因は、地震に伴い

炉心内のボイド（蒸気泡）の状態が変化し、中性子束が増加したため。」とされていたが、その後、詳細な

原因調査が行われた結果、H9.5.12に開催された原子力安全委員会で、表記の内容に原因の訂正がなされた

もの。
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 6．　女川原子力発電所放射性廃棄物管理状況

希ガス放出量
放射性ヨウ素

放出量 トリチウムを除く トリチウム
（Bq） （Bq） （Bq） （Bq）

昭和58年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.3×10
8

昭和59年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.0×10
10

昭和60年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.4×10
10

昭和61年度 Ｎ．Ｄ 1.5×107*1 Ｎ．Ｄ 4.1×10
10

昭和62年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.3×10
10

昭和63年度 Ｎ．Ｄ 3.7×105 Ｎ．Ｄ 1.1×10
11

平成元年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 7.5×10
10

平成２年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.8×10
10

平成３年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 5.8×10
10

平成４年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 3.8×10
10

平成５年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 9.0×10
10

平成６年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.5×10
10

平成７年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 8.5×10
9

平成８年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.1×10
10

平成９年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 4.4×10
10

平成10年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.5×10
10

平成11年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.2×10
10

平成12年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 9.0×10
10

平成13年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.2×10
10

平成14年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 7.9×10
10

平成15年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 5.6×10
9

平成16年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 8.0×10
8

平成17年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.1×10
9

平成18年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 5.4×10
9

平成19年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 5.1×10
9

平成20年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.7×10
9

平成21年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.6×10
10

平成22年度 5.4×1012*2 2.7×1010*2 Ｎ．Ｄ 2.2×10
10

平成23年度 4.2×1011*2 1.0×109*2 Ｎ．Ｄ 8.4×10
9

平成24年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.7×10
10

平成25年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.3×10
10

平成26年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.4×10
10

平成27年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.9×10
9

平成28年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 3.0×10
9

平成29年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 4.0×10
8

平成30年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.3×10
9

令和元年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.9×10
8

令和２年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ - -

令和３年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ - -

令和４年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ N．D 2.9×10
9

令和５年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ N．D 6.1×10
9

H5年度までの管理目標値（Bq） 1.4×1015 8.5×1010 3.7×109 3.7×1012

H6～H13年度までの管理目標値（Bq） 2.6×1015 1.1×1011 7.4×109 7.4×1012

H14～R1年度までの管理目標値（Bq） 3.8×1015 1.3×1011 1.1×1010 1.11×1013

R2年度以降の管理目標値（Bq） 2.3×1015 4.1×1010 7.4×109 7.4×1012

検出限界（Bq/cm3） 2×10-2 7×10-9 2×10-2 2×10-1

　　第一原子力発電所の影響を受けたものです。
*2　平成22、23年度の「気体廃棄物のうち希ガス放出量及び放射性ヨウ素放出量」で検出された値は、福島

放射性気体廃棄物 放射性液体廃棄物

年　　　度

*1　昭和61年度の「気体廃棄物のうち放射性ヨウ素放出量」で検出された値は、旧ソ連邦のチョルノービリ
　　原子力発電所の事故による影響を受けたものです。
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77..女女川川原原子子力力発発電電所所周周辺辺のの安安全全確確保保にに関関すするる協協定定書書  

 

 宮城県及び［女川町・石巻市］ *1（以下「甲」という。）と東北電力株式会社（以

下「乙」という。）とは、乙の設置する女川原子力発電所（以下「発電所」という。）

に関し、地域住民の健康を守り生活環境の保全を図るため、次のとおり協定を締結

する。 

  （（安安全全性性のの確確保保））  

第１条 乙は、発電所の建設及び保守運営に当たっては、関係法令の規定及び法令

の規定に基づく保安規定のほか、この協定を厳守して安全性の確保に努めるもの

とする。 

２ 乙は、発電所の建設及び保守運営に当たっては、新技術の開発、安全管理体制

の強化、施設の改善等を積極的に行い、放射線業務従事者の被ばく低減及び放出

する放射性廃棄物の低減を図るものとする。 

    （（情情報報公公開開））  

第２条 乙は、発電所の保守運営の状況について、積極的に情報公開を行い、地域

住民との間で情報の共有に努めるものとする。 

  （（環環境境放放射射能能及及びび温温排排水水のの測測定定））  

第３条 甲及び乙は、環境放射能及び温排水測定基本計画（以下「基本計画」とい

う。）に基づいて、発電所周辺の環境放射能及び温排水の測定を実施するものとす

る。 

２ 前項の基本計画は、次条に規定する女川原子力発電所環境保全監視協議会にお

いて測定項目、測定の地点、測定の方法等を定めるものとする。 

３ 第１項の規定による測定のほか甲又は乙が特に必要と認めたときは、環境放射

能及び温排水の測定を実施するものとする。 

  （（環環境境保保全全監監視視協協議議会会のの設設置置））  

第４条 甲は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水の状況を常時把握し、

生活環境の安全を確保し、その他地域住民の生活について必要な事項を協議する

ため、「女川原子力発電所環境保全監視協議会」（以下「監視協議会」という。）を

設置するものとする。 

２ 監視協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

  （（環環境境調調査査測測定定技技術術会会のの設設置置））  

第５条 甲は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水について、甲及び乙

が実施するモニタリングを技術的に検討して常時その状況を把握するため、「女川

原子力発電所環境調査測定技術会」（以下「技術会」という。）を設置するものと
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する。 

２ 技術会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

  （（測測定定結結果果のの公公表表））  

第６条 甲は、第３条の規定に基づき実施した測定結果を技術会が評価し、監視協

議会が確認した後に公表するものとする。 

２ 甲は、第３条の規定に基づき実施した測定結果を、前項の規定によることがで

きない緊急な事情があると認めるときは、乙と相互に連絡の上、速やかに公表す

るものとする。 

３ 甲は、前項の規定により公表したときは、技術会及び監視協議会に報告するも

のとする。 

  （（通通報報連連絡絡））  

第７条 乙は、甲に対し、発電所及び核燃料の輸送に係る安全確保対策について、

次の各号に掲げる区分に従い、その都度通報連絡するものとする。 

（１）直ちに連絡する事項 

（２）随時連絡する事項 

（３）定期的に連絡する事項 

２ 前項に定める連絡する事項の内容及び通報の方法等については別に定める。 

３ 甲は、乙に対し、特に必要と認めた場合は、第１項に定める事項に関し、環境

放射能及び温排水の測定結果等必要な資料の提出を求めることができる。 

  （（連連絡絡責責任任者者））  

第８条 甲及び乙は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任者を定める

ものとする。 

  （（測測定定のの立立会会いい））  

第９条 甲は、必要が生じた場合は、甲の職員又は監視協議会の長がその委員の中

から指名した者若しくは技術会の長がその委員の中から指名した者を乙が行う環

境放射能及び温排水の測定に立ち会わせることができるものとする。 

  この場合において、甲は乙に対し、その旨を通知するものとする。 

  （（立立入入調調査査等等））  

第１０条 甲は、発電所の周辺環境の安全を確保するため必要と認めたときは、乙

に対して発電所の保守運営に関し報告を求め、又は甲の職員に発電所の立入調査

をさせることができる。 

２ 前項の規定により甲の職員が立入調査をするときは、あらかじめ登録された身

分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。 

３ 第１項の規定により立入調査をする者は、関係法令等に従うものとする。 
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  （（適適切切なな措措置置のの要要求求））  

第１１条 甲は、立入調査の結果、地域住民の安全確保のため、特別な措置を講ず

る必要があると認めた場合は、国を通じ若しくは直接乙に対し、発電の制限等適

切な措置を講ずることを求めるものとし、乙は誠意をもってこれに応ずるものと

する。 

  （（計計画画等等にに対対すするる事事前前了了解解））  

第１２条 乙は、原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするとき

又は変更しようとするときは、事前に甲に協議し、了解を得るものとする。 

  （（違違背背時時のの措措置置））  

第１３条 甲は、乙がこの協定に定める事項に違背した場合には、必要な措置をと

るものとし、乙はこれに従うものとする。 

  （（損損害害のの賠賠償償））  

第１４条 乙は、発電所の建設又は保守運営に起因して地域住民に損害を与えたと

きは、監視協議会に諮り過失の有無にかかわらず、誠意をもって賠償するものと

する。 

  （（請請負負企企業業等等のの指指導導））  

第１５条 乙は、請負企業等に対し、安全管理上の教育訓練を徹底するとともに指

導監督を十分に行い、これらの企業の事業活動に起因して安全が損なわれること

のないよう措置するものとする。 

  （（諸諸調調査査のの協協力力））  

第１６条 乙は、甲が実施する安全確保対策についての諸調査に積極的に協力する

ものとする。 

  （（防防災災対対策策））  

第１７条 乙は、乙の防災体制の充実強化を図るとともに、甲の防災対策に対して

積極的に協力するものとする。 

  （（広広報報））  

第１８条 乙は、発電所に関し、公衆に特別の広報を行う場合、又は報道機関に発

表する場合は、甲に対し事前に連絡するものとする。 

  （（農農林林水水産産物物等等のの価価格格低低下下にに係係るる措措置置））  

第１９条 乙は、発電所の建設又は保守運営に起因して、風評等によって農林水産

物等の価格が低下し、生産者に損失が発生した場合は、その損失に対し、誠意を

もって最善の措置をするものとする。 

２ 乙は、前項の措置の内容について監視協議会に諮り、その決定に基づき実施す

るものとする。 

― 116 ―



117 
 

  （（協協定定のの改改訂訂））  

第２０条 この協定に定める各事項につき、改訂すべき事由が生じたときは、甲乙

いずれからもその改訂を申し出ることができるものとする。 

  この場合において、甲及び乙は、誠意をもって協議に応ずるものとする。 

  （（運運用用要要綱綱））  

第２１条 この協定の実施に必要な細目については、甲乙協議の上、別に運用要綱

で定めるものとする。 

  （（そそのの他他））  

第２２条 この協定に定めない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議し

て決めるものとする。 

 

 この協定締結の証として、本書３通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を所

持するものとする。 

 

 

昭和５３年１０月１８日 *2 

昭和５４年 ３月１７日 *3 

昭和５７年 ２月２６日 一部改定 

平成 ３年１０月１８日 改定 

平成１４年１２月２７日 一部改定 

平成１７年 ４月 １日 一部改定 *3 

 

甲 宮城県知事 

甲 ［女川町長・石巻市長］ *1 

乙 東北電力株式会社取締役社長 

 

 

 

 

 

  *1：県、女川町及び東北電力が締結した協定書と 

県、石巻市及び東北電力が締結した協定書が存在する 

  *2：県、女川町及び東北電力が締結した協定書のみ関係する 

  *3：県、石巻市及び東北電力が締結した協定書のみ関係する 
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  （（適適切切なな措措置置のの要要求求））  

第１１条 甲は、立入調査の結果、地域住民の安全確保のため、特別な措置を講ず

る必要があると認めた場合は、国を通じ若しくは直接乙に対し、発電の制限等適

切な措置を講ずることを求めるものとし、乙は誠意をもってこれに応ずるものと

する。 

  （（計計画画等等にに対対すするる事事前前了了解解））  

第１２条 乙は、原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするとき

又は変更しようとするときは、事前に甲に協議し、了解を得るものとする。 

  （（違違背背時時のの措措置置））  

第１３条 甲は、乙がこの協定に定める事項に違背した場合には、必要な措置をと

るものとし、乙はこれに従うものとする。 

  （（損損害害のの賠賠償償））  

第１４条 乙は、発電所の建設又は保守運営に起因して地域住民に損害を与えたと

きは、監視協議会に諮り過失の有無にかかわらず、誠意をもって賠償するものと

する。 

  （（請請負負企企業業等等のの指指導導））  

第１５条 乙は、請負企業等に対し、安全管理上の教育訓練を徹底するとともに指

導監督を十分に行い、これらの企業の事業活動に起因して安全が損なわれること

のないよう措置するものとする。 

  （（諸諸調調査査のの協協力力））  

第１６条 乙は、甲が実施する安全確保対策についての諸調査に積極的に協力する

ものとする。 

  （（防防災災対対策策））  

第１７条 乙は、乙の防災体制の充実強化を図るとともに、甲の防災対策に対して

積極的に協力するものとする。 

  （（広広報報））  

第１８条 乙は、発電所に関し、公衆に特別の広報を行う場合、又は報道機関に発

表する場合は、甲に対し事前に連絡するものとする。 

  （（農農林林水水産産物物等等のの価価格格低低下下にに係係るる措措置置））  

第１９条 乙は、発電所の建設又は保守運営に起因して、風評等によって農林水産

物等の価格が低下し、生産者に損失が発生した場合は、その損失に対し、誠意を

もって最善の措置をするものとする。 

２ 乙は、前項の措置の内容について監視協議会に諮り、その決定に基づき実施す

るものとする。 
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88..女女川川原原子子力力発発電電所所周周辺辺のの安安全全確確保保にに関関すするる協協定定書書のの運運用用要要綱綱  

  

 宮城県及び女川町・石巻市（以下「甲」という。）と東北電力株式会社

（以下「乙」という。）とは、女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協

定書（以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第21条の規定に基づ

き、次のとおり運用要綱を定める。  

 

  （（「「甲甲」」のの解解釈釈とと運運用用））  

１ 協定書における甲とは、宮城県及び女川町・石巻市をいい、それぞれの

代表者である宮城県知事及び女川町長・石巻市長が協議の上、一体となっ

て協定書の運用に当たるものとする。 

  （（環環境境放放射射能能））  

２ 協定書における環境放射能とは、環境放射線を含むものとする。 

  （（安安全全性性のの確確保保））  

３ 協定書第１条第１項に定める「関係法令の規定及び法令の規定に基づく

保安規定」には「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針

について（昭和５０年５月１３日原子力委員会決定）」を含むものとす

る。 

  （（情情報報公公開開））  

４ 協定書第２条に定める「情報公開」については、地域住民との間で原子

炉施設の事故及び故障等に関する情報や、定期検査を含めた発電所の運転

状況に関する情報を共有するため、積極的に報道機関やインターネット等

を通じて公表するとともに、必要に応じて地域住民に対する説明やわかり

やすい資料の配布等、きめ細かい情報の公開に努めるものとする。 

  （（環環境境放放射射能能及及びび温温排排水水のの測測定定））  

５ 乙は、協定書第３条第３項の規定に基づき環境放射能及び温排水の測定

を実施したときは、その測定結果をその都度、甲に報告するものとする。  

  （（通通報報連連絡絡））    

６－１ 協定書第７条に定める連絡事項の内容は、次のとおりとする。 

 （１） 直ちに連絡する事項 

  イ 非常事態が発生したとき。 

ロ 原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止す

ることが必要になったとき。 

ハ 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が計画外に作動したとき。 

ニ 放射性物質又は放射性物質によって汚染されたものが管理区域外に

漏れたとき。 
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ホ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 

へ 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

ト 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 

チ 放射線業務従事者の線量が法令に定める線量限度を超えたとき。 

リ 前号に定める基準以下の被ばくであっても被ばく者に対し特別の措

置を行ったとき。 

ヌ 管理区域内で人に傷害が発生したとき。 

ル 発電所敷地外において放射性物質（放射性廃棄物を含む。）の輸送

中に事故が発生したとき。 

ヲ 他の同型原子炉に事故又は故障が発生し、発電所の運転を一時停止

しなければならないおそれがあるとき。 

ワ 前各項目のほか、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」及び「電気事業法」に基づき報告することとされている事

象が発生したとき。 

カ 放射性物質の漏洩を伴う事象等、「核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」及び「電気事業法」に基づき報告すること

とされている事象に該当するおそれがある事象が発生したとき。 

 （２） 随時連絡する事項 

  イ 定期検査等計画停止作業（事前及び事後の連絡） 

  ロ 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送に係る計画及び安全対

策（事前連絡） 

  ハ 原子炉施設の安全確保に関する基本規程の変更 

  ニ その他安全対策上必要な事項 

 （３） 定期的に連絡する事項 

  イ 建設工事進ちょく状況（毎月） 

  ロ 運転状況（毎月） 

  ハ 環境放射能の測定結果（四半期ごと） 

   （イ）「環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づく測定結果 

   （ロ）モニタリングポスト測定結果 

   （ハ）モニタリングポイント測定結果 

   （ニ）排水中の放射能測定結果 

  ニ 温排水の測定結果（四半期ごと） 

   「環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づく測定結果 

  ホ 放射線業務従事者の放射線被ばく管理状況（四半期ごと） 

  へ 放射性廃棄物の放出及び管理状況（四半期ごと） 

  ト 運転計画（年度当初） 
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88..女女川川原原子子力力発発電電所所周周辺辺のの安安全全確確保保にに関関すするる協協定定書書のの運運用用要要綱綱  

  

 宮城県及び女川町・石巻市（以下「甲」という。）と東北電力株式会社

（以下「乙」という。）とは、女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協

定書（以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第21条の規定に基づ

き、次のとおり運用要綱を定める。  

 

  （（「「甲甲」」のの解解釈釈とと運運用用））  

１ 協定書における甲とは、宮城県及び女川町・石巻市をいい、それぞれの

代表者である宮城県知事及び女川町長・石巻市長が協議の上、一体となっ

て協定書の運用に当たるものとする。 

  （（環環境境放放射射能能））  

２ 協定書における環境放射能とは、環境放射線を含むものとする。 

  （（安安全全性性のの確確保保））  

３ 協定書第１条第１項に定める「関係法令の規定及び法令の規定に基づく

保安規定」には「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針

について（昭和５０年５月１３日原子力委員会決定）」を含むものとす

る。 

  （（情情報報公公開開））  

４ 協定書第２条に定める「情報公開」については、地域住民との間で原子

炉施設の事故及び故障等に関する情報や、定期検査を含めた発電所の運転

状況に関する情報を共有するため、積極的に報道機関やインターネット等

を通じて公表するとともに、必要に応じて地域住民に対する説明やわかり

やすい資料の配布等、きめ細かい情報の公開に努めるものとする。 

  （（環環境境放放射射能能及及びび温温排排水水のの測測定定））  

５ 乙は、協定書第３条第３項の規定に基づき環境放射能及び温排水の測定

を実施したときは、その測定結果をその都度、甲に報告するものとする。  

  （（通通報報連連絡絡））    

６－１ 協定書第７条に定める連絡事項の内容は、次のとおりとする。 

 （１） 直ちに連絡する事項 

  イ 非常事態が発生したとき。 

ロ 原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止す

ることが必要になったとき。 

ハ 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が計画外に作動したとき。 

ニ 放射性物質又は放射性物質によって汚染されたものが管理区域外に

漏れたとき。 
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  （（連連絡絡のの方方法法））  

６－２ 協定書第７条に定める連絡の方法は、以下のとおりとする。 

「直ちに連絡する事項」については、発電所から直接、電話及びファク

シミリ等で迅速かつ的確に通報連絡するものとする。 

６－３ 協定書第７条に定める連絡の方法のうち文書による連絡は、以下の

とおりとする。 

（１）６－１（１）「直ちに連絡する事項」のうち、国に報告したもの、

及び甲が求めたものについては、当該事象が終息した時点で速やか

に文書で連絡するものとする。 

（２）６－１（２）「随時連絡する事項」のイ、ロ、ハに該当するものに

ついては、その都度文書で連絡するものとする。 

（３）６－１（２）「随時連絡する事項」のニに該当するもののうち、国

に報告したもの、及び甲が求めたものについては、その都度文書で

連絡するものとする。 

（４）６－１（３）「定期的に連絡する事項」に該当するものについて

は、その都度文書で連絡するものとする。 

  （（協協定定書書でで使使用用すするる用用語語のの意意義義））    

７－１ 協定書で使用する用語の意義は、次に定めるところによる。 

（１）協定書第10条第３項において立入調査する者が従うものとされる

「関係法令等」とは、法律、政令、省令、規則、告示、指針、めや

す等国の制定したもので原子力発電所の保守運営に関し、一般的な

効力を持つもの及び乙の安全確保に関する基本規程を含むものとす

る。 

（２）協定書第18条に定める「発電所に関し」とは、建設中及び運転開始

後の発電所の安全確保（温排水を含む。）に係る事項をいう。 

  （（運運用用要要綱綱でで使使用用すするる用用語語のの意意義義））  

７－２ 運用要綱で使用する用語の意義は、次に定めるところによる。 

（１）「非常事態」とは、地震、火災、その他の原因によって放射性物質

の大量の放出による放射能事故が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合であって、通常組織ではその事故の原因の除去、拡大防止等

のための活動を迅速かつ適切に行うことができない事態をいう。 

（２）「原子炉施設」とは、原子炉及びその付属設備で「実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則」(昭和53年通商産業省令第77号）第

３条で記載することとされている設備をいう。 

（３）「異常」とは、周辺監視区域外の空気中又は水中の放射性物質の濃

度が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規
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定に基づく線量限度等を定める告示」(平成27年原子力規制委員会告

示第８号)第８条に規定する濃度限度を超えた状態をいう。 

（４）「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者が放射線障害

を受けたおそれがあると医師が診断したときをいう。 

（５）「傷害」とは、「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)第9

7条の規定により報告することとされているものをいう。ただし、同

条第２項に該当するものを除く。 

（６）運用要綱６－１（１）ワの「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」に基づき国に報告することとされている事象と

は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第134条に規

定されている事象をいう。 

（７）運用要綱６－１（１）ワの「電気事業法」に基づき国に報告するこ

ととされている事象とは、「原子力発電工作物に係る電気関係報告

規則」（平成24年経済産業省令第71号）第３条第１項及び「電気関

係報告規則」（昭和40年通商産業省令第54号）第３条第１項に規定

されている事象をいう。 

（８）運用要綱４の「運転状況」には、廃止措置の状況を含むものとす

る。 

（９）運用要綱６－１（３）ロの「運転状況」には、廃止措置の状況を含

むものとする。 

  （（連連絡絡責責任任者者））  

８ 協定書第８条に定める「連絡責任者」とは、次の各号に定める者とし、

甲、乙はそれぞれこれらの者を選任し、相互に通知しておくものとする。 

（１）第１送受信者 

（２）第２送受信者 

（３）第３送受信者 

（４）総括責任者 

  （（立立入入調調査査等等））  

９－１ 甲は、協定書第10条第1項に規定する発電所への立入調査（以下「立

入調査」という。）を実施する際に、必要に応じて女川原子力発電所環境

保全監視協議会の長がその委員の中から指名した者及び女川原子力発電所

環境調査測定技術会の長がその委員の中から指名した者を同行させること

ができるものとする。 

９－２ 甲は、協定書第10条第２項に規定する「あらかじめ登録された身分

を示す証明書」（別添様式）を発行するとき、又は取り消したときは、そ

の者の職名、氏名、性別、住所等を速やかに乙に通知するものとする。 
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  （（連連絡絡のの方方法法））  

６－２ 協定書第７条に定める連絡の方法は、以下のとおりとする。 

「直ちに連絡する事項」については、発電所から直接、電話及びファク

シミリ等で迅速かつ的確に通報連絡するものとする。 

６－３ 協定書第７条に定める連絡の方法のうち文書による連絡は、以下の

とおりとする。 

（１）６－１（１）「直ちに連絡する事項」のうち、国に報告したもの、

及び甲が求めたものについては、当該事象が終息した時点で速やか

に文書で連絡するものとする。 
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（３）６－１（２）「随時連絡する事項」のニに該当するもののうち、国

に報告したもの、及び甲が求めたものについては、その都度文書で

連絡するものとする。 

（４）６－１（３）「定期的に連絡する事項」に該当するものについて

は、その都度文書で連絡するものとする。 
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（１）「非常事態」とは、地震、火災、その他の原因によって放射性物質

の大量の放出による放射能事故が発生し、又は発生するおそれがあ
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９－３  甲は、立入調査に関係者を同行させる場合は、その都度、調査の目

的、同行する者の所属、職名、氏名、性別、住所等を乙に通知するものと

する。 

  （（損損害害のの補補償償））  

10 協定書第14条の事態が生じたときは、甲乙は速やかに対応するものとす

る。 

  （（協協議議））  

11 この運用要綱に定められた事項について、解釈上疑義を生じたとき、若

しくは変更の必要が生じたとき、又はあらたに定めるべき事項が生じたと

きは、甲乙協議の上、定めるものとする。  

 

   附 則 

 この運用要綱は、昭和５７年 ４月 １日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成 ３年１０月１８日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成１４年 ４月 １日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成１４年１２月２７日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成１７年 ４月 １日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成１７年１２月２７日から実施する。 

      附 則 

  この運用要綱は、平成２０年 ２月 １日から実施する。 

      附 則 

  この運用要綱は、平成２７年 ４月 １日から実施する。 

      附 則 

  この運用要綱は、令和 ２年 ５月１３日から実施する。 
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印 

年  月  日 

 

印 

 

 

裏  面 

 

 

 

     （注 意） 

１ この身分証明書の記載事項を訂正したものは、 

無効とする。 

２ この身分証明書を第三者に貸与し、又は譲渡し 

てはならない。 

３ 身分証明書を取り消されたときは、必ず返還す 

ること。 
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99..女女川川原原子子力力発発電電所所にに係係るる登登米米市市、、東東松松島島市市、、涌涌谷谷町町、、美美里里町町及及びび

南南三三陸陸町町のの住住民民のの安安全全確確保保にに関関すするる協協定定書書  
 

 登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町（以下「甲」という。）と

東北電力株式会社（以下「乙」という。）の間において、乙の設置する女川原

子力発電所（以下「発電所」という。）に関し、甲の区域の住民の安全確保を

図るため、宮城県立会いのもと、次のとおり協定を締結する。 

なお、本協定における「立地自治体との安全協定書」とは、平成 17年４月１

日付けで宮城県、女川町及び石巻市と乙が締結した「女川原子力発電所周辺の

安全確保に関する協定書」（改定が行われたときは、当該改定後のもの）を指

す。 

 

（（関関係係法法令令等等のの遵遵守守））  

第１条 乙は、発電所の保守運営に当たっては、関係法令等及び本協定を遵守

して、地域住民の安全確保に努めるものとする。 

（（情情報報公公開開））    

第２条 乙は、発電所の保守運営の状況について、積極的に情報公開を行い、

地域住民との間で情報の共有に努めるものとする。 

（（異異常常時時のの通通報報連連絡絡））  

第３条 乙は、発電所及び核燃料の輸送等に関し、次の各号のいずれかに該当

するときは、甲に対し、直ちにその状況を通報連絡するものとする。                           

(1) 「原子力災害対策指針」で示された警戒事態に該当する事象等が発生した

とき。 

(2) 「原子力災害対策特別措置法」（平成 11年法律第 156号）（以下「原災法」

という。）第 10条第１項に規定する事象が発生したとき。 

(3) 「原災法」第 15条第１項各号のいずれかに該当するとき。 

(4) 原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止するこ

とが必要になったとき。 

(5) 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が計画外に作動したとき。 

(6) 放射性物質又は放射性物質によって汚染されたものが管理区域外に漏れ

たとき。 

(7) 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 

(8) 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

(9) 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 

(10) 放射線業務従事者の線量が法令に定める線量限度を超えたとき。 
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(11) 前号に定める基準以下の被ばくであっても被ばく者に対し特別の措置を

行ったとき。 

(12) 管理区域内で人に傷害が発生したとき。 

(13) 発電所敷地外において放射性物質（放射性廃棄物を含む。）の輸送中に事

故が発生したとき。 

(14) 他の同型原子炉に事故又は故障が発生し、発電所の運転を一時停止しな

ければならないおそれがあるとき。 

(15) 前各号に掲げる事象等のほか、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律」（昭和 32 年法律第 166 号）及び「電気事業法」（昭和 39

年法律第 170号）に基づき報告することとされている事象が発生したとき。 

(16) 放射性物質の漏洩を伴う事象等、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」及び「電気事業法」に基づき報告することとされている

事象に該当するおそれがある事象が発生したとき。 

（（平平常常時時ににおおけけるる連連絡絡））  

第４条 乙は、発電所に係る次の各号に掲げる事項について、甲に対し、その

内容を定期的に連絡するものとする。 

(1) 運転状況 

(2) 放射線業務従事者の放射線被ばく管理状況 

(3) 放射性廃棄物の放出及び管理状況 

(4) 運転計画 

２ 乙は、発電所に係る前項各号に掲げるもの以外の安全対策上必要な事項に

ついて、甲に対し、その内容を随時連絡するものとする。 

（（連連絡絡のの方方法法等等））  

第５条 乙は、甲に対する第３条の規定による異常時の通報連絡については、

電話及びファクシミリ等で行うものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡を円滑に処理できるよう、あらかじめ連絡責任者を定め

ておくものとする。 

（（立立入入調調査査））  

第６条 甲は、宮城県が「立地自治体との安全協定書」第 10条の規定による立

入調査を実施するときは、事前に宮城県の了解を得た上で、甲の職員を同行

させることができる。 

２ 甲は、前項の規定による立入調査の同行において確認した事項に関し、宮

城県を通じて、乙に対し意見を述べることができる。 

３ 第１項の規定による立入調査の同行にあたって、甲は、その都度、同行す

る者の所属、職名、氏名、性別、住所等を乙に通知するものとする。 
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４ 第１項の規定により甲の職員が立入調査に同行するときは、身分を示す証

明書を携帯し、提示しなければならない。 

５ 第１項の規定により立入調査に同行する者は、関係法令等に従うものとす

る。 

（（適適切切なな措措置置のの報報告告））  

第７条 乙は、「立地自治体との安全協定書」第 11 条の規定による適切な措置

の要求を受けた場合は、その内容について、甲に報告するものとする。 

（（計計画画等等にに関関すするる報報告告））  

第８条 乙は、「立地自治体との安全協定書」第 12条の規定に基づき、宮城県、

女川町及び石巻市へ事前協議したときは、すみやかにその内容を甲に報告す

るものとする。 

２ 乙は、前項の事前協議に対する回答を受け取ったときは、すみやかにその

内容を甲に報告するものとする。 

（（損損害害のの賠賠償償））  

第９条 乙は、発電所の運転等により地域住民に風評被害を含む損害を与えた

ときは、「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和 36年法律第 147号）に基

づき、誠意をもって賠償するものとする。 

（（防防災災対対策策））  

第 10条 乙は、乙の防災体制の充実強化を図るとともに、甲の防災対策に対し

て積極的に協力するものとする。 

（（広広報報））  

第 11条 乙は、発電所に関し、公衆に特別の広報を行う場合又は報道機関に発

表する場合は、甲に対し事前に連絡するものとする。 

（（協協定定のの改改訂訂））  

第 12条 本協定に定める各事項につき、改訂すべき事由が生じたときは、甲乙

いずれからもその改訂を申し出ることができるものとする。この場合におい

て、甲及び乙は、誠意をもって協議に応ずるものとする。 

（（そそのの他他））  

第 13条 本協定に定めない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議し

て決めるものとする。 

２ 甲は、それぞれの自治体が一体となって本協定の運用に当たるものとする。 

３ 本協定で使用する用語の解釈は、特に断りがない限り、「立地自治体との

安全協定書」第 21条の規定に基づく運用要綱によるものとする。 
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本協定締結の証として、本書７通を作成し、甲、乙及び立会人記名押印の上、

各自１通を所持するものとする。 

 

 

平成２７年４月２０日 

 

甲 登米市長 
 
 
 

 東松島市長 
 
 
 

 涌谷町長 
 
 
 

 美里町長 
 
 
 

 南三陸町長 

 

乙 東北電力株式会社 
 

取締役社長 
 
 
 

立会人 宮城県知事 
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いずれからもその改訂を申し出ることができるものとする。この場合におい

て、甲及び乙は、誠意をもって協議に応ずるものとする。 

（（そそのの他他））  

第 13条 本協定に定めない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議し

て決めるものとする。 

２ 甲は、それぞれの自治体が一体となって本協定の運用に当たるものとする。 

３ 本協定で使用する用語の解釈は、特に断りがない限り、「立地自治体との

安全協定書」第 21条の規定に基づく運用要綱によるものとする。 
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1100..「「女女川川原原子子力力発発電電所所周周辺辺のの安安全全確確保保にに関関すするる協協定定書書」」にに係係るる覚覚書書  

 
宮城県（以下「甲」という。）並びに登米市，東松島市，涌谷町，美里町及び南三陸町（以

下「乙」と総称する。）は，甲が，甲，女川町，石巻市及び東北電力株式会社が締結する女

川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定（以下「協定」という。）第 12 条に基づき，

東北電力株式会社に対して同条に規定する施設の新増設等（以下「計画等」という。）に係

る事前協議の回答をするに当たり，次の手続を経ることを確認する。 

 

 

１ 甲は，協定第 12 条に基づき東北電力株式会社に対して計画等に係る事前協議の回答を

するに当たり，あらかじめその内容を乙に説明するものとする。 

 

２ 前項の説明に際して，乙から甲に対し意見等の提出があった場合には，甲は，東北電

力株式会社に対し，当該意見を付して回答するものとする。 

 

 

  この覚書を証するため，本書６通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持

する。 

 

 

平成２７年４月２０日 

 

 

甲 宮城県知事 

 
 
 

乙 登米市長 

 
 
 

  東松島市長 

 
 
 

  涌谷町長 

 
 
 

  美里町長 

 
 
 

  南三陸町長 
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1111..女女川川原原子子力力発発電電所所環環境境保保全全監監視視協協議議会会規規程程  

 

  （（趣趣  旨旨））  

第１条 この規程は、昭和53年10月18日及び昭和54年3月17日に締結された女川原子

力発電所周辺の安全確保に関する協定書（以下「協定書」という。）第４条第２

項の規定に基づき、女川原子力発電所環境保全監視協議会（以下「監視協議会」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

  （（所所掌掌事事項項））  

第２条 監視協議会は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水のモニタリ

ングその他協定書に定められた事項を所掌する。 

  （（組組織織等等））  

第３条 監視協議会は、次の各号に掲げる者の区分に応ずる委員若干名をもって組

織する。 

 （１）学識経験のある者 

 （２）県の職員であって別表に掲げる者 

 （３）県議会の議員 

 （４）関係市町の長及び関係市町議会の議長 

 （５）関係市町に立地する漁業協同組合支所運営委員会の長 

 （６）関係市町の長が推せんする者 

２ 委員は、知事が任命又は委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

  （（会会長長及及びび副副会会長長））  

第４条 監視協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、監視協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理

する。 

  （（会会  議議））  

第５条 監視協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 監視協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は３か月ごとに１回、臨

時会は会長が必要と認めたときに開催する。 

３ 監視協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

  （（専専門門部部会会））  

第６条 監視協議会に、専門部会を置く。 

２ 専門部会は、第２条の所掌事項のうち、協定書第14条及び第19条第２項の事項

並びにその他必要な事項を審議し、その審議決定した結果を監視協議会に報告す

るものとする。 

３ 専門部会は、会長が指名する委員及び会長が推せんした者について知事が任命

又は委嘱する臨時委員若干名をもって構成する。 

４ 専門部会に、部会長および副部会長を置き、委員たる構成員のうちから会長が

これを指名する。 

５ 第４条第２項及び第３項並びに前条第１項及び第３項の規定は、専門部会につ128 
 

1100..「「女女川川原原子子力力発発電電所所周周辺辺のの安安全全確確保保にに関関すするる協協定定書書」」にに係係るる覚覚書書  

 
宮城県（以下「甲」という。）並びに登米市，東松島市，涌谷町，美里町及び南三陸町（以

下「乙」と総称する。）は，甲が，甲，女川町，石巻市及び東北電力株式会社が締結する女

川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定（以下「協定」という。）第 12 条に基づき，

東北電力株式会社に対して同条に規定する施設の新増設等（以下「計画等」という。）に係

る事前協議の回答をするに当たり，次の手続を経ることを確認する。 

 

 

１ 甲は，協定第 12 条に基づき東北電力株式会社に対して計画等に係る事前協議の回答を

するに当たり，あらかじめその内容を乙に説明するものとする。 

 

２ 前項の説明に際して，乙から甲に対し意見等の提出があった場合には，甲は，東北電

力株式会社に対し，当該意見を付して回答するものとする。 

 

 

  この覚書を証するため，本書６通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持

する。 

 

 

平成２７年４月２０日 

 

 

甲 宮城県知事 

 
 
 

乙 登米市長 

 
 
 

  東松島市長 

 
 
 

  涌谷町長 

 
 
 

  美里町長 

 
 
 

  南三陸町長 
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いて準用する。 

６ 第３項の臨時委員は、当該審議事項の審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

７ 前各項に規定するもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が

専門部会の会議に諮って定める。 

  （（事事務務局局））  

第７条 監視協議会の事務局を宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課内に置く。 

  （（そそのの他他））  

第８条 この規程に定めるもののほか、監視協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が監視協議会の会議に諮って定める。 

   附 則 

  （（施施行行期期日日））  

１ この規程は、昭和５４年１１月 １日から施行する。 

  （（経経過過措措置置））  

２ この規程施行の日から女川原子力発電所が最初に運転（試運転を含む。）を開

始するまでの間は、第５条第２項の規定中「３か月ごとに１回」とあるのは、「会

長が必要と認めたとき」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この規程は、昭和５６年 ８月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ３年１１月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ５年 ８月 ２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１１年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１４年１２月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年 ４月２２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年 ９月１２日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

 

別表 宮城県副知事、復興・危機管理部長、企画部長、環境生活部長、 

保健福祉部長、水産林政部長 
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いて準用する。 

６ 第３項の臨時委員は、当該審議事項の審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

７ 前各項に規定するもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が

専門部会の会議に諮って定める。 

  （（事事務務局局））  

第７条 監視協議会の事務局を宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課内に置く。 

  （（そそのの他他））  

第８条 この規程に定めるもののほか、監視協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が監視協議会の会議に諮って定める。 

   附 則 

  （（施施行行期期日日））  

１ この規程は、昭和５４年１１月 １日から施行する。 

  （（経経過過措措置置））  

２ この規程施行の日から女川原子力発電所が最初に運転（試運転を含む。）を開

始するまでの間は、第５条第２項の規定中「３か月ごとに１回」とあるのは、「会

長が必要と認めたとき」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この規程は、昭和５６年 ８月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ３年１１月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ５年 ８月 ２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１１年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１４年１２月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年 ４月２２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年 ９月１２日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

 

別表 宮城県副知事、復興・危機管理部長、企画部長、環境生活部長、 

保健福祉部長、水産林政部長 
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1133..女女川川原原子子力力発発電電所所環環境境調調査査測測定定技技術術会会規規程程  

 

  （（趣趣  旨旨））  

第１条 この規程は、昭和53年10月18日及び昭和54年３月17日に締結された女川原

子力発電所周辺の安全確保に関する協定書第５条第２項の規定に基づき、女川原

子力発電所環境調査測定技術会（以下「技術会」という。）の運営に関し必要な

事項を定めるものする。 

  （（所所掌掌事事項項））  

第２条 技術会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１）環境放射能及び温排水のモニタリング方法の検討及び調整に関する事項 

（２）環境放射能及び温排水のモニタリング結果の取りまとめ及び評価に関する

事項 

（３）その他環境放射能及び温排水のモニタリングに関する技術的事項 

２ 前項第２号の結果の取りまとめ及び評価は、３か月ごとに１回行うものとする。

ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。 

  （（組組織織等等））  

第３条 技術会は、次の各号に掲げる者の区分に応ずる委員若干名をもって組織す

る。 

（１）学識経験のある者 

（２）県の職員であって別表に掲げる者 

（３）関係市町の職員 

（４）関係市町に立地する漁業協同組合支所又は出張所の運営委員会委員又は職

員 

（５）東北電力株式会社の職員 

２ 委員は、知事が委嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は再任されることができる。 

  （（会会長長及及びび副副会会長長））  

第４条 技術会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、技術会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理す

る。 

  （（会会  議議））  

第５条 技術会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 技術会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めたときは、参考人として委員以外の者に対し、技術

会の会議に出席を求め意見を聴くことができる。 

  （（事事務務局局））  

第６条 技術会の事務局は、宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課内に置く。 

  （（そそのの他他））  

第７条 この規程に定めるもののほか、技術会の運営に関し必要な事項は、会長が

― 132 ―



133 

 

技術会の会議に諮って定める。 

   附 則 

 この規程は、昭和５４年１１月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５６年 ８月 １日から施行する。 

   附 則 

  （（施施行行期期日日））  

１ この規程は、昭和５７年 ９月２０日から施行する。 

  （（経経過過措措置置））  

２ この規程の施行の際、現に在任している女川原子力発電所環境調査測定技術会

委員の任期は、改正後の女川原子力発電所環境調査測定技術会規程第３条第３項

にかかわらず、昭和５９年１１月８日までとする。 

   附 則 

 この規程は、平成 元年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ５年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ５年 ８月 ２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１１年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１４年１２月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年 ９月１２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

 

別表 復興・危機管理部長、復興・危機管理部危機管理監、原子力安全対策課

長、医療政策課長、水産業基盤整備課長、環境放射線監視センター所長、

水産技術総合センター所長 
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1133..女女川川原原子子力力発発電電所所環環境境調調査査測測定定技技術術会会規規程程  

 

  （（趣趣  旨旨））  

第１条 この規程は、昭和53年10月18日及び昭和54年３月17日に締結された女川原

子力発電所周辺の安全確保に関する協定書第５条第２項の規定に基づき、女川原

子力発電所環境調査測定技術会（以下「技術会」という。）の運営に関し必要な

事項を定めるものする。 

  （（所所掌掌事事項項））  

第２条 技術会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１）環境放射能及び温排水のモニタリング方法の検討及び調整に関する事項 

（２）環境放射能及び温排水のモニタリング結果の取りまとめ及び評価に関する

事項 

（３）その他環境放射能及び温排水のモニタリングに関する技術的事項 

２ 前項第２号の結果の取りまとめ及び評価は、３か月ごとに１回行うものとする。

ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。 

  （（組組織織等等））  

第３条 技術会は、次の各号に掲げる者の区分に応ずる委員若干名をもって組織す

る。 

（１）学識経験のある者 

（２）県の職員であって別表に掲げる者 

（３）関係市町の職員 

（４）関係市町に立地する漁業協同組合支所又は出張所の運営委員会委員又は職

員 

（５）東北電力株式会社の職員 

２ 委員は、知事が委嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は再任されることができる。 

  （（会会長長及及びび副副会会長長））  

第４条 技術会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、技術会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理す

る。 

  （（会会  議議））  

第５条 技術会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 技術会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めたときは、参考人として委員以外の者に対し、技術

会の会議に出席を求め意見を聴くことができる。 

  （（事事務務局局））  

第６条 技術会の事務局は、宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課内に置く。 

  （（そそのの他他））  

第７条 この規程に定めるもののほか、技術会の運営に関し必要な事項は、会長が
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職　名 氏　　名 備 考

東北大学名誉教授 岩 崎
い わ さ き

智 彦
と も ひ こ

東北大学大学院工学研究科　教授 有 働
う ど う

恵 子
け い こ

東北大学先端量子ビーム科学研究センター 准教授 菊 永
き く な が

英 寿
ひ で と し

東北大学名誉教授 関
せき

根
ね

勉
つとむ

あ

東北大学大学院医学系研究科　講師 橋 本
は し も と

拓 磨
た く ま

東北大学大学院農学研究科　准教授 藤 井
ふ じ い

豊 展
と よ の ぶ

東北大学大学院理学研究科　教授 山
やま

崎
ざき

剛
たけし

あ

宮城県復興・危機管理部長 髙 橋
た か は し

義 広
よ し ひ ろ

会長

宮城県復興・危機管理部理事兼危機管理監 鹿
か

野
の

浩
ひろし

あ 副会長

宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課長 長
は

谷
せ

部
べ

洋
ひろし

あ

宮城県保健福祉部医療政策課長 小
こ

林
ばやし

歩
あゆむ

あ

宮城県水産林政部水産業基盤整備課長 日 下
く さ か

啓 作
け い さ く

副会長

宮城県環境放射線監視センター所長 髙 橋
た か は し

正 人
ま さ と

宮城県水産技術総合センター所長 浅 野
あ さ の

勝 志
か つ し

女川町企画課長 阿
あ

部
べ

豊
ゆたか

あ

石巻市総務部危機対策課長補佐兼原子力対策係長 五 島
ご し ま

祐
ゆう

悦
えつ

宮城県漁業協同組合女川町支所長 岡 田
お か だ

光 弘
み つ ひ ろ

宮城県漁業協同組合寄磯前網支所長 鈴 木
す ず き

宏 明
ひ ろ あ き

宮城県漁業協同組合谷川支所長 今 野
こ ん の

昭 彦
あ き ひ こ

東北電力(株)原子力部放射線管理課長 紺 野
こ ん の

敦 子
あ つ こ

東北電力(株)土木建築部火力原子力土木課長 大 髙
お お た か

昌 彦
ま さ ひ こ

東北電力(株)女川原子力発電所技術統括部技術課長 益 田
ま す だ

真 之 介
し ん の す け

東北電力(株)女川原子力発電所環境・燃料部放射線管理G課長 小 西
こ に し

康 夫
や す お

東北電力(株)女川原子力発電所土木建築部土木課長 永 井
な が い

志 功
し こ う

14.女川原子力発電所環境調査測定技術会委員名簿

（学識経験者については五十音順）

東
北
電
力
の
職
員

漁
協
支
所
の
運
営
委
員
会

委
員
又
は
職
員

学
識
経
験
者

市
町
職
員

県
職
員
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1155..環環境境放放射射能能監監視視検検討討会会規規程程  

 

  （（設設  置置））  

第１条 女川原子力発電所環境保全監視協議会（以下「協議会」という。）及び同

環境調査測定技術会（以下「技術会」という。）における議題等に関連して特に

高度な技術的検討を要する事項について、意見を求めるため環境放射能監視検討

会を（以下「検討会」という。）を設置する。 

  （（所所掌掌事事項項））  

第２条 検討会は、次に掲げる事頃を所掌する。 

 （１）環境放射能測定基本計画に関すること 

 （２）環境放射能等の測定方法に関すること 

 （３）環境放射能測定結果の評価方法に関すること 

 （４）その他復興・危機管理部長が必要と認める事項 

  （（構構成成員員））  

第３条 構成員は、協議会及び技術会の学識経験者の中から検討する議題によって

その都度復興・危機管理部長が選任するものとする。 

  （（会会議議のの開開催催））  

第４条 検討会の開催は原則として年１回とし、復興・危機管理部長が招集する。 

  （（事事務務局局））  

第５条 検討会の事務局を原子力安全対策課に置く。 

  （（そそのの他他））  

第６条 この規程に定めるものの他、検討会の運営に関し必要に事項は、復興・危

機管理部長が別に定める。 

 

  附 則 

 この規程は、平成 元年１１月 １日から施行する。 

    附 則 

 この規定は、平成１６年 ２月 ２日から施行する。 

    附 則 

 この規定は、平成２３年 ９月１２日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 
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1166..女女川川原原子子力力発発電電所所周周辺辺対対策策連連絡絡会会議議設設置置要要綱綱 

 
 （（設設  置置））  
第１条 女川原子力発電所設置に対応し、周辺地域の環境保全及び周辺地域

の整備等の適正かつ円滑な運営を図るため、女川原子力発電所周辺対策連絡

会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。  
 （（所所掌掌事事務務））  
第２条 連絡会議は、次に掲げる事項の協議及び連絡調整を行う。  
（１）周辺地域の環境保全対策に関すること。  
（２）周辺地域の安全協定の運用に関すること。  
（３）周辺地域の公共施設整備事業に関すること。  
（４）その他連絡会議が必要と認める事項。  
 （（構構  成成））  
第３条 連絡会議は、議長、副議長及び委員をもって構成し、別表１に掲げ

る職にある者をもって充てる。  
２ 連絡会議に付議すべき事項の整理及び軽易な事項について協議させるた

め、幹事会議を置き、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。  
 （（議議長長及及びび副副議議長長））  
第４条 議長、副議長は、副知事をもって充てる。  
２ 議長は連絡会議を代表し、事務を総理する。  
３ 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。  
 （（会会  議議））  
第５条 連絡会議の会議は、議長が必要に応じ招集し、会議を主宰する。  
２ 幹事会議の会議は、復興・危機管理部長が必要に応じ招集し、会議を主

宰する。  
 （（会会議議構構成成のの特特例例））  
第６条 議長は、必要に応じ、会議事項に関係ある委員及び幹事の構成によ

る合同会議を開催することができる。  
２ 幹事会議は、会議事項に関係ある幹事並びに関係課（所）長によって開

催することができる。  
 （（意意見見のの聴聴取取））  
第７条 連絡会議並びに幹事会議に必要に応じ会議事項に関係ある者の出席

を求め、意見を聞くことができる。  
 （（庶庶  務務））  
第８条 連絡会議の庶務は、復興・危機管理部原子力安全対策課において処
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理する。  
 （（雑雑  則則））  
第９条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し、必要な事項

は、議長が定める。  
  附 則  
この要綱は、昭和54年３月17日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、昭和56年８月１日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成３年11月１日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成５年８月２日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成11年４月１日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成19年４月１日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成22年４月１日から施行する。  
    附 則  
この要綱は、平成23年４月22日から施行する。  
    附 則  
この要綱は、平成23年９月12日から施行する。  
    附 則  
この要綱は、平成31年４月１日から施行する。  
    附 則  
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  
 
  別表１  
議 長 副知事  
副議長 副知事  
委 員 会計管理者、公営企業管理者、総務部長、復興・危機管理部長、企

画部長、環境生活部長、保健福祉部長、経済商工観光部長、農政部

長、水産林政部長、土木部長、教育長、警察本部長  
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  別表２  
幹 事 総務部副部長、復興・危機管理部副部長、企画部副部長、環境生活

部副部長、保健福祉部副部長、経済商工観光部副部長、農政部副部

長、水産林政部副部長、土木部副部長、教育庁副教育長、警察本部

警務部長、原子力安全対策課長、企画総務課長、環境対策課長、水

産業基盤整備課長  
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  別表２  
幹 事 総務部副部長、復興・危機管理部副部長、企画部副部長、環境生活

部副部長、保健福祉部副部長、経済商工観光部副部長、農政部副部

長、水産林政部副部長、土木部副部長、教育庁副教育長、警察本部

警務部長、原子力安全対策課長、企画総務課長、環境対策課長、水

産業基盤整備課長  
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1188..原原子子力力防防災災訓訓練練実実施施状状況況

年年度度 実実施施年年月月日日 参参加加機機関関 参参加加人人員員

昭和58年 昭和58年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、東北電力（株）

約90人

昭和59年 ①
②

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練

昭和59年10月23日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約350人

昭和60年 ①
②

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練

昭和60年10月29日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約340人

昭和61年 ①
②
③

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練

昭和61年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約360人

昭和62年 ①
②
③

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練

昭和62年10月28日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約380人

昭和63年 ①
②
③
④

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練
緊急時資機材準備訓練

昭和63年10月13日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約400人

平成元年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報準備訓練

平成元年11年14日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約400人

平成２年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報準備訓練

平成2年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約440人

平成３年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練

平成3年11月12日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約450人

平成４年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練

平成4年10月23日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約480人

平成５年 ①
②
③
④
⑤
⑥

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練

平成5年10月22日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約540人

平成６年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練

平成6年10月28日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約680人

平成７年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成7年10月27日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約720人

平成８年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成8年10月30日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約700人

平成９年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成9年11月14日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約700人

訓訓練練項項目目

   緊急時通信連絡訓練
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年年度度 実実施施年年月月日日 参参加加機機関関 参参加加人人員員訓訓練練項項目目

平成10年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避及び避難訓練

平成10年10月23日 国、県、関係市町、教育委員会、警
察、消防本部、海上保安庁、気象台、
自衛隊、日本赤十字社、日本電信電話
（株）、東北電力（株）

約800人

平成11年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練

平成11年9月3日 国、県、関係市町、教育委員会、警
察、消防本部、海上保安庁、気象台、
自衛隊、日本赤十字社、東日本電信電
話（株）、東北電力（株）

約1,100人

平成13年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練

平成13年7月11日 国、県、関係市町、教育委員会、警
察、消防本部、海上保安庁、気象台、
自衛隊、日本赤十字社、東日本電信電
話（株）、東北電力（株）

約3,600人

平成14年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成14年9月3日 国、県、関係市町、教育委員会、警
察、消防本部、海上保安庁、気象台、
自衛隊、日本赤十字社、東日本電信電
話（株）、東北電力（株）

約4,300人

平成15年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成15年10月29日 国、県、関係市町、教育委員会、警
察、消防本部、海上保安庁、気象台、
自衛隊、日本赤十字社、東日本電信電
話（株）、東北電力（株）

約4,200人

平成16年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成16年10月19日 国、県、関係市町、教育委員会、警
察、消防本部、海上保安庁、気象台、
自衛隊、日本赤十字社、東日本電信電
話（株）、東北電力（株）

約4,300人

平成17年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成17年10月28日 国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約3,700人

平成18年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成18年
10月23日～24日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約1,570人
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年年度度 実実施施年年月月日日 参参加加機機関関 参参加加人人員員

昭和58年 昭和58年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、東北電力（株）

約90人

昭和59年 ①
②

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練

昭和59年10月23日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約350人

昭和60年 ①
②

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練

昭和60年10月29日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約340人

昭和61年 ①
②
③

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練

昭和61年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約360人

昭和62年 ①
②
③

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練

昭和62年10月28日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約380人

昭和63年 ①
②
③
④

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練
緊急時資機材準備訓練

昭和63年10月13日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約400人

平成元年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報準備訓練

平成元年11年14日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約400人

平成２年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報準備訓練

平成2年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約440人

平成３年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練

平成3年11月12日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約450人

平成４年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練

平成4年10月23日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約480人

平成５年 ①
②
③
④
⑤
⑥

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練

平成5年10月22日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約540人

平成６年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練

平成6年10月28日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約680人

平成７年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成7年10月27日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約720人

平成８年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成8年10月30日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約700人

平成９年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成9年11月14日 国、県、関係市町、警察、消防本部、
海上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤
十字社、日本電信電話（株）、東北電
力（株）

約700人

訓訓練練項項目目

   緊急時通信連絡訓練
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年年度度 実実施施年年月月日日 参参加加機機関関 参参加加人人員員訓訓練練項項目目

平成19年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成20年
1月23日～24日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）、被ばく医療機関

約3,100人

平成20年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成21年
1月22日〜23日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）、被ばく医療機関

約4,700人

平成21年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成21年
11月17日～18日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）、被ばく医療機関、（社）宮城
県放射線技師会

約3,900人

平成22年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成22年
11月4日～5日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）、被ばく医療機関、（社）宮城
県放射線技師会

約2,300人

平成23年 － － －

平成24年 緊急時通信連絡訓練 平成25年3月22日 国、県、関係市町、東北電力（株） 約40人

平成25年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
緊急時医療活動訓練
(被ばく医療資機材搬送)

平成26年1月29日 国、県、関係市町、教育委員会、自衛
隊、警察、消防本部、海上保安庁、指
定地方行政機関、指定公共機関、指定
地方公共機関、東北電力（株）、被ば
く医療機関

約850人

平成26年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避及び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成27年1月27日 国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道
路公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力
（株）

約28,100人

平成27年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓
練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

平成27年10月30日 国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道
路公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力
（株）

約28,100人

平成28年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓
練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

(1)初動対応訓練
平成28年11月11日

(2)避難等措置訓練
平成28年11月23日
(前日の津波警報発令
により中止)

国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道
路公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力
（株）

約11,900人

東日本大震災の影響により不実施
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年年度度 実実施施年年月月日日 参参加加機機関関 参参加加人人員員訓訓練練項項目目

平成29年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓
練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

(1)初動対応訓練
平成29年11月14日

(2)避難等措置訓練
平成29年11月23日

国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道
路公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、医療関係機関、東北電力（株）

約22,400人

平成30年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓
練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

平成31年1月24日 国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内全
市町村、消防本部、自衛隊、指定公共
機関等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放
医研等）、指定地方公共機関等（宮城
県道路公社、（公社）宮城県放射線技
師会等）、医療関係機関、東北電力
（株）

約23,000人

令和元年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓
練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練
※台風１９号の影響により一部の訓
練項目を縮小して実施

令和元年11月12日
令和元年11月13日

国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内全
市町村、消防本部、自衛隊、指定公共
機関等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放
医研等）、指定地方公共機関等（宮城
県道路公社、（公社）宮城県放射線技
師会等）、医療関係機関、東北電力
（株）

約6,000人

令和２年 ①令和3年1月15日
②令和3年3月15日
③令和3年3月16日

国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内市
町村、消防本部、自衛隊、指定公共機
関等（NEXCO東日本、NTT、JAEA等）、
指定地方公共機関等（宮城県道路公社
等）、医療関係機関、東北電力（株）

約300人

令和３年 令和4年2月10日
令和4年2月11日
令和4年2月12日

国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内市
町村、消防本部、自衛隊、指定公共機
関等（NEXCO東日本、NTT、JAEA等）、
指定地方公共機関等（宮城県道路公社
等）、医療関係機関、東北電力（株）

約2,270人

令和４年 令和4年10月29日
令和4年12月21日
令和5年1月30日

国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内市
町村、消防本部、自衛隊、指定公共機
関等（NEXCO東日本、NTT、JAEA等）、
指定地方公共機関等（宮城県道路公社
等）、医療関係機関、東北電力（株）

約1,000人

令和５年 令和6年1月20日 国（指定地方行政機関）、県、警察、
県内市町、消防本部、自衛隊、医療関
係機関、東北電力（株）

約4,500人

令和６年 令和6年6月12日
令和7年2月8日
令和7年2月13日

国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、警察、県内市町村、消防本
部、自衛隊、指定公共機関（JAEA、
NTT）、指定地方公共機関等（（公社）
宮城県バス協会、（一社）宮城県薬剤
師会等）、医療関係機関、東北電力
（株）

約12,550人①緊急時通信連絡訓練
②県災害対策本部運営訓練
③市町災害対策本部運営訓練
④県現地災害対策本部運営訓練
⑤オフサイトセンター運営訓練
⑥緊急時モニタリング訓練
⑦広報訓練
⑧原子力災害医療活動訓練
⑨住民避難等訓練
⑩交通対策等措置訓練
⑪原子力災害避難支援アプリ運用訓練
※図上訓練は「みやぎ県民防災の日」総
合防災訓練と同時開催

①避難退域検査等訓練
②緊急時通信連絡訓練
③避難所受付ステーション拠点運営
　訓練
※国の原子力総合防災訓練と一体で、2
月上旬に実施する予定としていたが、新
型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ
延期となったことから、県単独で実施予
定であった訓練のみ実施。

①広報訓練
②原子力災害医療活動訓練
③住民避難等訓練
④交通対策等訓練
⑤感染症対策訓練
⑥避難支援アプリ運用訓練
※令和６年能登半島地震の影響により訓
練項目を縮小して実施

①緊急時通信連絡訓練
②県災害対策本部運営訓練
③市町災害対策本部運営訓練
④県現地災害対策本部運営訓練
⑤オフサイトセンター運営訓練
⑥緊急時モニタリング訓練
⑦広報訓練
⑧原子力災害医療活動訓練
⑨住民避難等訓練
⑩交通対策・警戒警備等訓練
⑪新型コロナウイルス感染症対策訓練
⑫避難支援アプリ実証訓練

①緊急時通信連絡訓練
②県災害対策本部運営訓練
③市町災害対策本部運営訓練
④県現地災害対策本部運営訓練
⑤オフサイトセンター運営訓練
⑥緊急時モニタリング訓練
⑦広報訓練
⑧原子力災害医療活動訓練
⑨住民避難等訓練
⑩交通対策・警戒警備等訓練
⑪新型コロナウイルス感染症対策訓練
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年年度度 実実施施年年月月日日 参参加加機機関関 参参加加人人員員訓訓練練項項目目

平成19年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成20年
1月23日～24日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）、被ばく医療機関

約3,100人

平成20年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成21年
1月22日〜23日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）、被ばく医療機関

約4,700人

平成21年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成21年
11月17日～18日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）、被ばく医療機関、（社）宮城
県放射線技師会

約3,900人

平成22年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及
び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成22年
11月4日～5日

国、原子力委員会、県、関係市町、教
育委員会、警察、消防本部、海上保安
庁、気象庁、自衛隊、日本赤十字社、
東日本電信電話（株）、東北電力
（株）、被ばく医療機関、（社）宮城
県放射線技師会

約2,300人

平成23年 － － －

平成24年 緊急時通信連絡訓練 平成25年3月22日 国、県、関係市町、東北電力（株） 約40人

平成25年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
緊急時医療活動訓練
(被ばく医療資機材搬送)

平成26年1月29日 国、県、関係市町、教育委員会、自衛
隊、警察、消防本部、海上保安庁、指
定地方行政機関、指定公共機関、指定
地方公共機関、東北電力（株）、被ば
く医療機関

約850人

平成26年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営
訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避及び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成27年1月27日 国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道
路公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力
（株）

約28,100人

平成27年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓
練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

平成27年10月30日 国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道
路公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力
（株）

約28,100人

平成28年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓
練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

(1)初動対応訓練
平成28年11月11日

(2)避難等措置訓練
平成28年11月23日
(前日の津波警報発令
により中止)

国（指定行政機関，指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道
路公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力
（株）

約11,900人

東日本大震災の影響により不実施
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1199．．原原子子力力災災害害時時のの相相互互応応援援にに関関すするる協協定定  

大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定 

（趣旨） 

第１条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県

（ 以下「道県」）という。）が、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第５条の２、第８条第

２ 項第12号及び第74条の規定により、地震等による大規模災害が発生した場合において、応援

を必要とする道県（以下「被災道県」という。）の要請に基づき、相互応援を、迅速かつ円滑に

遂行するため、必要な事項を定めるものとする。 

 
（連絡担当部局） 

第２条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、大規模災害発生時には、速やかに相互

に連絡するものとする。 

 
（カバー（支援）県の設置） 

第３条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（以下「全国協定」という。）第 

３条に規定するカバー（支援）県については、大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援

に関する協定実施細目（以下「８道県協定実施細目」という。）で定めるものとする。 

２ カバー（支援）県は、被災道県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連

絡調整に関し、被災道県を補完することを主な役割とする。 

 
（ブロック間応援） 

第４条 全国協定第９条に規定するブロック間応援のカバー（支援）ブロックについては、８道

県協定実施細目で定めるものとする。 

 
（幹事県の役割） 

第５条 全国協定第４条第１項に規定する幹事県は、８道県協定実施細目で定めるものとする。 

２ 幹事県は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。 

(１) 複数道県が被災した場合における、全国協定第４条第３項の規定によるブロック内の総

合調整及び全国知事会に対する広域応援の要請 

(２) 全国協定第９条に規定するブロック間応援に係る隣接ブロック幹事県等との連絡調整 

 
（連絡調整員の派遣） 

第６条 カバー（支援）県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連絡調

整員を派遣することができる。 

２ 被災道県は、連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。 

 
（応援の内容） 

第７条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復

旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。 

（応援の要請） 
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第８条 被災道県は、第２条に規定する連絡担当部局を通じ、カバー（支援）県又は幹事県へ応

援の要請を行うものとする。 

２ 被災道県は、前項の規定により応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとと

もに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、い

とまのない場合は、電話又は電子メール等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに

提出するものとする。 

(１) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量

(２) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容 

(３) 職種及び人数 

(４) 応援区域又は場所及びそれに至る経路

(５) 応援期間（見込みを含む。） 

(６) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項 

 
（応援の自主出動） 

第９条 カバー（支援）県は、被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待ついとまが

ないと認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を行い、その結果を道

県に伝達するものとする。 

２ カバー（支援）県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり他の道県へ必要な

応援の要請を行うことができるものとする。 

３ 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定による被災道県からの要請があっ

たものとみなす。 

 
（応援経費の負担） 

第10条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道県が費用を支

弁するいとまがない場合は、被災道県は、応援道県に当該費用の一時繰替支弁を求めることが

できるものとする。 

 
（ブロック間応援におけるカバー（支援）県） 

第11条 複数道県が被災し、全国協定第９条に規定するブロック間応援を要請する場合、被災道

県を応援する都県については、幹事県が、隣接ブロックの幹事都県等と協議の上決定するもの

とする。 

２ 隣接ブロックに対してブロック間応援を行おうとする場合も、前項と同様に、幹事県の調整

により、被災県（全国協定第１条に規定する被災県をいう。）を応援する道県を決定するものと

する。 

 
（資料の交換） 

第12条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要

な資料を相互に交換するものとする。 

（連絡会議の設置） 

第13条 道県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置す 
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るものとする。 

 
（準用） 

第14条 この協定の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成16年法律第112号）が適用される事態に準用する。 

 
（その他） 

第15条 この協定に定めのない事項は、特に必要が生じた場合に、その都度、道県が協議して定

める。 

２ この協定の実施に関し必要な事項は、第２条に規定する連絡担当部局が協議して定める。 

 
附  則  

１ この協定は、平成19年11月８日から効力を生ずるものとする。 

２ 平成７年10月31日に締結された協定は、これを廃止する。 

 
附  則 

１ この協定は、平成26年10月21日から効力を生ずるものとする。 

２ 平成19年11月８日に締結された協定は、これを廃止する。 
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この協定の締結を証するため、本書８通を作成し、各道県記名押印の上、各１通を保有する。

平成26年10月21日 

 
北海道知事 高 橋 はるみ 

 

 

 

青森県知事 三 村 申 吾 

 

 

 

岩手県知事 達 増 拓 也 

 

 

 

宮城県知事 村 井 嘉 浩 

 

 

 

秋田県知事 佐 竹 敬 久 

 

 

 

山形県知事 吉 村 美栄子 

 

 

 

福島県知事 佐 藤 雄 平 

 

 

 

新潟県知事 泉 田 裕 彦 
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2200..核核燃燃料料税税条条例例  

○核燃料税条例 

令和四年十二月二十一日 

宮城県条例第七十四号 

核燃料税条例をここに公布する。 

核燃料税条例 

 

(課税の根拠) 

第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)

第四条第三項の規定に基づき、核燃料税を課する。 

 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

一 発電用原子炉 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規

定する原子炉で発電の用に供するものをいう。 

二 核燃料 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質で発電用原子炉に燃

料として使用できる形状又は組成のものをいう。 

三 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。 

四 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。 

 

(価額割の納税義務者等) 

第三条 価額割は、発電用原子炉への核燃料の挿入に対し、当該発電用原子炉の設

置者に課する。 

2 前項の発電用原子炉への核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日になされたものとする。 

一 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原

子炉等規制法」という。)第四十三条の三の十一第三項の規定による確認(次条第

三項において「使用前事業者検査の確認」という。)を受けた日 

二 発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の十六第一項の規定によ

る検査の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該検査

が終了した日 

三 前二号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 

当該装荷が終了した日 

 

(出力割の納税義務者等) 

第四条 出力割は、発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業に対し、

当該発電用原子炉の設置者に課する。 

2 出力割の課税標準の算定の基礎となる期間(以下「課税期間」という。)は、次に

掲げる期間とする。 

一 四月一日から六月三十日まで 

二 七月一日から九月三十日まで 
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三 十月一日から十二月三十一日まで 

四 一月一日から三月三十一日まで 

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる期間の中途において、発電用原子炉

の設置後最初に使用前事業者検査の確認を受けた場合、当該発電用原子炉に係る

課税期間は、当該使用前事業者検査の確認を受けた日から当該使用前事業者検査

の確認を受けた日の属する同項各号に掲げる期間の末日までとする。 

4 第二項の規定にかかわらず、原子炉等規制法第四十三条の三の三十四第二項の規

定による認可を受けた日(以下「認可日」という。)(第二項各号に掲げる期間の末

日を除く。)の属する一の課税期間及び当該課税期間の翌課税期間は、次に掲げる

期間とする。 

一 当該認可日の属する第二項各号に掲げる期間の初日から当該認可日の属する月

の末日まで 

二 当該認可日の属する月の翌月の初日から同日の属する第二項各号に掲げる期間

の末日まで 

5 第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる期間の中途において、原子炉等規

制法第四十三条の三の三十四第三項において準用する原子炉等規制法第十二条の

六第八項の規定による確認を受けた場合、当該確認を受けた発電用原子炉に係る

課税期間は、当該確認を受けた日(以下「廃止措置確認日」という。)の属する第

二項各号に掲げる期間の初日から当該廃止措置確認日までとする。 

 

(課税標準) 

第五条 核燃料税の課税標準は、価額割にあっては発電用原子炉に挿入された核燃

料(当該核燃料につき既に価額割が課され、又は課されるべきであったものを除

く。)の価額とし、出力割にあっては各課税期間の末日(廃止措置確認日の属する

課税期間にあっては、当該廃止措置確認日の前日)現在における発電用原子炉の熱

出力とする。 

2 前項の価額は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十五

条及び第二十六条の規定により算定した取得原価とする。 

3 第一項の発電用原子炉の熱出力は、原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の

規定により設置の許可を受けた発電用原子炉の同条第二項第三号に規定する熱出

力(原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項の規定により変更の許可を受けた

場合にあっては、当該変更の許可を受けた発電用原子炉の熱出力)とする。 

4 課税期間が三月に満たない場合における第一項の発電用原子炉の熱出力は、当該

熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を三で除して得た熱出力とす

る。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたと

きは、これを一月とする。 

 

(税率) 

第六条 価額割の税率は、百分の八・五とする。 

2 出力割の税率は、一の課税期間ごとに千キロワットにつき、二万二千三百円とす

る。 

3 前項の規定にかかわらず、認可日の属する月の翌月以降における出力割の税率

は、一の課税期間ごとに千キロワットにつき、一万千百五十円とする。 
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○核燃料税条例 

令和四年十二月二十一日 
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核燃料税条例をここに公布する。 

核燃料税条例 

 

(課税の根拠) 

第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)

第四条第三項の規定に基づき、核燃料税を課する。 

 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

一 発電用原子炉 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規

定する原子炉で発電の用に供するものをいう。 

二 核燃料 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質で発電用原子炉に燃

料として使用できる形状又は組成のものをいう。 

三 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。 

四 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。 

 

(価額割の納税義務者等) 

第三条 価額割は、発電用原子炉への核燃料の挿入に対し、当該発電用原子炉の設

置者に課する。 

2 前項の発電用原子炉への核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日になされたものとする。 

一 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原

子炉等規制法」という。)第四十三条の三の十一第三項の規定による確認(次条第

三項において「使用前事業者検査の確認」という。)を受けた日 

二 発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の十六第一項の規定によ

る検査の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該検査

が終了した日 

三 前二号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 

当該装荷が終了した日 

 

(出力割の納税義務者等) 

第四条 出力割は、発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業に対し、

当該発電用原子炉の設置者に課する。 

2 出力割の課税標準の算定の基礎となる期間(以下「課税期間」という。)は、次に

掲げる期間とする。 

一 四月一日から六月三十日まで 

二 七月一日から九月三十日まで 
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(徴収の方法) 

第七条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。 

 

(申告納付の手続等) 

第八条 価額割の納税義務者は、発電用原子炉に核燃料を挿入したときは、当該核

燃料を挿入した日から起算して二月を経過する日の属する月の末日までに、規則

で定めるところにより、当該核燃料の挿入に対して課される価額割に関する次に

掲げる事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納

付書により納付しなければならない。 

一 納税義務者の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五

項に規定する法人番号をいう。次項において同じ。) 

二 課税標準たる核燃料の価額及び税額 

三 核燃料の挿入のあった発電用原子炉の名称及び設置場所 

四 核燃料の発電用原子炉への挿入年月日 

五 その他知事が必要と認める事項 

2 出力割の納税義務者は、各課税期間の末日の翌日から起算して二月を経過する日

までに、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割に関する次に

掲げる事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納

付書により納付しなければならない。 

一 納税義務者の名称、所在地及び法人番号 

二 課税標準たる熱出力及び税額 

三 発電用原子炉の名称及び設置場所 

四 課税期間 

五 その他知事が必要と認める事項 

3 前二項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後において当

該申告に係る課税標準たる核燃料の価額若しくは熱出力又は税額を修正しなけれ

ばならない場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、修正申告書を提出

するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付書により

納付しなければならない。 

 

(賦課徴収) 

第九条 核燃料税の賦課徴収については、宮城県県税条例(昭和二十五年宮城県条例

第四十二号)第四条、第四条の二、第七条第二項、第十三条、第十六条の四、第十

七条第三項及び第百六十九条の規定を準用する。この場合において、同条例第四

条及び第四条の二第一項中「県税」とあるのは「核燃料税」と、同条第二項中「徴

収金を納付し、又は納入する義務」とあるのは「核燃料税並びにこれに係る延滞

金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を納付する義務」

と、同条例第七条第二項中「前項に規定する県税以外の徴収金」とあるのは「核

燃料税並びにこれに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び

滞納処分費」と、「県税事務所長」とあるのは「知事」と、同条例第十三条第一

項中「この条例」とあるのは「核燃料税条例(令和四年宮城県条例第七十四号)」
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と、同条例第十六条の四中「第十六条及び第十六条の二」とあるのは「法第二百

八十条」と、同条例第十七条第三項中「第一項本文」とあるのは「法第二百八十

三条第一項本文」と、同条例第百六十九条中「この条例」とあるのは「核燃料税

条例」と読み替えるものとする。 

2 この条例に定めるもののほか、核燃料税の賦課徴収については、法、地方税法施

行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)及び地方税法施行規則(昭和二十九年総

理府令第二十三号)の定めるところによる。 

 

(委任) 

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、法第二百五十九条第一項の規定による総務大臣の同意を得た日から

起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

(令和五年規則第五四号で令和五年六月二一日から施行) 

 

(適用区分) 

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の発電用原子炉

への核燃料の挿入及び発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業につ

いて適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以

後における発電用原子炉への挿入については、この限りでない。 

 

(この条例の施行に伴う課税期間の特例) 

3 施行日の属する課税期間は、第四条第二項の規定にかかわらず、施行日をその始

期とする。 

 

(この条例の失効) 

4 この条例は、施行日から起算して五年を経過した日に、その効力を失う。 

 

5 この条例は、施行日からこの条例の失効の日(以下「失効日」という。)の前日ま

での期間中における発電用原子炉への核燃料の挿入及び発電用原子炉を設置して

行う運転及び廃止に係る事業に対して課した、又は課すべきであった核燃料税に

ついては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後も、なおその効力を

有する。 

 

(この条例の失効に伴う課税期間の特例) 

6 失効日前の最後の課税期間は、第四条第二項の規定にかかわらず、失効日の属す

る月の前月の末日をその終期とする。 
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(徴収の方法) 

第七条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。 

 

(申告納付の手続等) 

第八条 価額割の納税義務者は、発電用原子炉に核燃料を挿入したときは、当該核

燃料を挿入した日から起算して二月を経過する日の属する月の末日までに、規則

で定めるところにより、当該核燃料の挿入に対して課される価額割に関する次に

掲げる事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納

付書により納付しなければならない。 

一 納税義務者の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五

項に規定する法人番号をいう。次項において同じ。) 

二 課税標準たる核燃料の価額及び税額 

三 核燃料の挿入のあった発電用原子炉の名称及び設置場所 

四 核燃料の発電用原子炉への挿入年月日 

五 その他知事が必要と認める事項 

2 出力割の納税義務者は、各課税期間の末日の翌日から起算して二月を経過する日

までに、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割に関する次に

掲げる事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納

付書により納付しなければならない。 

一 納税義務者の名称、所在地及び法人番号 

二 課税標準たる熱出力及び税額 

三 発電用原子炉の名称及び設置場所 

四 課税期間 

五 その他知事が必要と認める事項 

3 前二項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後において当

該申告に係る課税標準たる核燃料の価額若しくは熱出力又は税額を修正しなけれ

ばならない場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、修正申告書を提出

するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付書により

納付しなければならない。 

 

(賦課徴収) 

第九条 核燃料税の賦課徴収については、宮城県県税条例(昭和二十五年宮城県条例

第四十二号)第四条、第四条の二、第七条第二項、第十三条、第十六条の四、第十

七条第三項及び第百六十九条の規定を準用する。この場合において、同条例第四

条及び第四条の二第一項中「県税」とあるのは「核燃料税」と、同条第二項中「徴

収金を納付し、又は納入する義務」とあるのは「核燃料税並びにこれに係る延滞

金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を納付する義務」

と、同条例第七条第二項中「前項に規定する県税以外の徴収金」とあるのは「核

燃料税並びにこれに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び

滞納処分費」と、「県税事務所長」とあるのは「知事」と、同条例第十三条第一

項中「この条例」とあるのは「核燃料税条例(令和四年宮城県条例第七十四号)」
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2211..東東京京電電力力福福島島第第一一原原子子力力発発電電所所事事故故対対策策本本部部設設置置要要綱綱  

 
（設置） 
第１条 東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、

「事故」という。）に伴う放射性物質の影響が本県にも及んでいることから、そ

の対応施策を総合的かつ計画的に検討し、その実施を推進するため、庁内の連絡

調整等を行う組織として東京電力福島第一原子力発電所事故対策本部（以下「本

部」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。 
（１）事故に係る放射性物質の影響に対する県民生活の安全安心の維持確保に関す

ること 
（２）事故に係る放射性物質の影響による風評被害防止対策に関すること 
（３）事故に係る放射性物質の影響に関する情報収集並びに広報に関すること 
（４）その他、事故に係る放射性物質の影響に関して本部が必要と認める事項 
 
（組織） 
第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表１に

掲げる職にある者をもって充てる。 
２ 本部長は、本部の事務を総理し、会議を主宰する。 
３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。 
２ 本部長は、必要に応じ、議題に関係のある本部員のみを招集し、会議を開催す

ることができる。 
３ 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求める

ことができる。 
 
（幹事会） 
第５条 本部に幹事会を置く。 
２ 幹事会は、本部会議に付すべき事項について調整・検討するとともに、本部長

の指示する事項を処理する。 
３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成し、それぞれ別表２に掲げ

る職にある者をもって充てる。 
４ 幹事長及び副幹事長の職務並びに幹事会の会議については、第３条第２項及び

第３項並びに第４条の規定を準用する。 
 
（庶務） 
第６条 対策会議の庶務は、復興・危機管理部原子力安全対策課において処理する。 
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（雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長

が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２３年７月１９日から施行する。 
   附 則 
  この要綱は、平成２３年９月１２日から施行する。 
      附 則 
  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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2211..東東京京電電力力福福島島第第一一原原子子力力発発電電所所事事故故対対策策本本部部設設置置要要綱綱  

 
（設置） 
第１条 東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、

「事故」という。）に伴う放射性物質の影響が本県にも及んでいることから、そ

の対応施策を総合的かつ計画的に検討し、その実施を推進するため、庁内の連絡

調整等を行う組織として東京電力福島第一原子力発電所事故対策本部（以下「本

部」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。 
（１）事故に係る放射性物質の影響に対する県民生活の安全安心の維持確保に関す

ること 
（２）事故に係る放射性物質の影響による風評被害防止対策に関すること 
（３）事故に係る放射性物質の影響に関する情報収集並びに広報に関すること 
（４）その他、事故に係る放射性物質の影響に関して本部が必要と認める事項 
 
（組織） 
第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表１に

掲げる職にある者をもって充てる。 
２ 本部長は、本部の事務を総理し、会議を主宰する。 
３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。 
２ 本部長は、必要に応じ、議題に関係のある本部員のみを招集し、会議を開催す

ることができる。 
３ 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求める

ことができる。 
 
（幹事会） 
第５条 本部に幹事会を置く。 
２ 幹事会は、本部会議に付すべき事項について調整・検討するとともに、本部長

の指示する事項を処理する。 
３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成し、それぞれ別表２に掲げ

る職にある者をもって充てる。 
４ 幹事長及び副幹事長の職務並びに幹事会の会議については、第３条第２項及び

第３項並びに第４条の規定を準用する。 
 
（庶務） 
第６条 対策会議の庶務は、復興・危機管理部原子力安全対策課において処理する。 
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別表１（第３条関係） 

役職名 職     名 

 本 部 長  知事 

  副 本 部 長 
 

 第一順位の副知事 
 第二順位の副知事 

 本 部 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 公営企業管理者 
 教育長 
 総務部長 
 復興・危機管理部長 
 企画部長 
 環境生活部長 
 保健福祉部長 
 経済商工観光部長 
 農政部長 

水産林政部長 
 土木部長 
 会計管理者 
 警察本部長 
 人事委員会事務局長 
 監査委員事務局長 
 労働委員会事務局長 
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別表２（第５条関係） 

役職名 部 局 名 職   名 

 幹事長 復興・危機管理部 復興・危機管理部長 

 副幹事長 復興・危機管理部 
復興・危機管理部危機管理監 
復興・危機管理部副部長 

 
 幹 事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務部 人事課長 

復興・危機管理部 復興・危機管理総務課長、原子力安全対策課長 

企画部 企画総務課長 

 
環境生活部 
 

環境生活総務課長、環境対策課長、自然保護課

長、食と暮らしの安全推進課長、放射性物質汚

染廃棄物対策室長、消費生活・文化課長 

保健福祉部 保健福祉総務課長、健康推進課長 

経済商工観光部 
経済商工観光総務課長、新産業振興課長、商工

金融課長、観光戦略課長、国際ビジネス推進室

長 

農政部 
農業政策室長、農山漁村なりわい課長、食産業

振興課長、園芸推進課長、畜産課長 

水産林政部 
水産林業政策室長、水産業振興課長、水産業基

盤整備課長、林業振興課長 

土木部 土木総務課長、港湾課長 

出納局 出納総務課長 

企業局 水道経営課長 

教育庁 教育庁総務課長、義務教育課長、高校教育課長 

警察本部総務部 総務課長 

人事委員会事務局 総務課長 

監査委員事務局 総務課長 

労働委員会事務局 審査調整課長 
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別表１（第３条関係） 

役職名 職     名 

 本 部 長  知事 

  副 本 部 長 
 

 第一順位の副知事 
 第二順位の副知事 

 本 部 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 公営企業管理者 
 教育長 
 総務部長 
 復興・危機管理部長 
 企画部長 
 環境生活部長 
 保健福祉部長 
 経済商工観光部長 
 農政部長 

水産林政部長 
 土木部長 
 会計管理者 
 警察本部長 
 人事委員会事務局長 
 監査委員事務局長 
 労働委員会事務局長 
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2222.. 東東京京電電力力福福島島第第一一原原子子力力発発電電所所事事故故対対策策みみややぎぎ県県民民会会議議会会則則  

 
 （設置） 
第１条 東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「事故」と

いう。）は，県内各方面に深刻な影響を与えつつあり，県内の各団体等の一致団結した対

応が求められていることから，総合的な対策の検討や情報提供・情報共有などを行うため，

県内の産業界や消費者団体，有識者，自治体等で構成する東京電力福島第一原子力発電所

事故対策みやぎ県民会議（以下「県民会議」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 
第２条 県民会議は，次の事務を所掌する。 
 （１）事故による被害に係る総合的な対策に関すること。 
 （２）国等への要望等に関すること。 
 （３）事故による損害賠償請求に関すること。 
 （４）その他必要と認める事項に関すること。 
 
 （組織） 
第３条 県民会議は，別表１に掲げる団体の長，有識者，自治体の長等をもって構成する。 
２ 県民会議に会長及び副会長を置き，構成員の互選により選出する。 
３ 会長は，会務を総理する。 
４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 
 
 （幹事会） 
第４条 県民会議に幹事会を置く。 
２ 幹事会は，構成員間の情報交換を行うとともに，県民会議の所掌事務のうち軽易な事項

等について協議する。 
３ 幹事会の幹事は，別表２に掲げる団体から，それぞれ１名以上を選任する。 
４ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き，幹事会を構成する者の互選により選出する。 
５ 幹事長は，幹事会の会務を総理する。 
６ 副幹事長は，幹事長を補佐し，幹事長に事故あるときは，その職務を代理する。 
 
 （会議） 
第５条 県民会議の会議は会長が，幹事会の会議は幹事長が，それぞれ必要に応じて招集し，

その議長となる。 
２ 会長又は幹事長は，必要に応じ，議題に関係のある構成員のみを招集し，会議を開催す

ることができる。 
３ 会長又は幹事長は，必要があると認めるときは，会議に構成員以外の者の出席を求める

ことができる。 
 
 （庶務） 
第６条 県民会議の庶務は，宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課において処理する。 
 
 （雑則） 
第７条 この会則に定めるもののほか，県民会議の運営に関して必要な事項は，会長が別に

定める。 
 
   附 則 
 この会則は，平成２３年９月１２日から施行する。 
    附 則 
 この会則は，平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この会則は，令和３年４月１日から施行する。 
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別表１ （第３条関係）   

団体名等  団体名等 

   

《農林水産業関係団体》 ５団体  《有識者》 ２名 

宮城県農業協同組合中央会会長  宮城県環境審議会会長 

宮城県漁業協同組合代表理事組合長  宮城地区緊急被ばく医療ネットワーク会議委員長  

宮城県森林組合連合会代表理事会長    

一般社団法人宮城県畜産協会会長  《市町村等》 ３６団体 

宮城県土地改良事業団体連合会会長  仙台市長 

   石巻市長 

《商工業関係団体》 ５団体  塩竈市長 

宮城県商工会議所連合会会長  気仙沼市長 

宮城県商工会連合会会長  白石市長 

宮城県中小企業団体中央会会長  名取市長 

一般社団法人みやぎ工業会会長  角田市長 

一般社団法人日本旅行業協会東北支部支部長  多賀城市長 

   岩沼市長 

《保健医療福祉関係団体》 ５団体  登米市長 

公益社団法人宮城県医師会会長  栗原市長 

一般社団法人宮城県歯科医師会会長  東松島市長 

公益社団法人宮城県放射線技師会会長  大崎市長 

一般社団法人宮城県薬剤師会会長  富谷市長 

公益社団法人宮城県看護協会会長  蔵王町長 

   七ヶ宿町長 

《交通運輸関係団体》 ３団体  大河原町長 

公益社団法人宮城県トラック協会会長  村田町長 

公益社団法人宮城県バス協会会長  柴田町長 

東北港運協会会長  川崎町長 

   丸森町長 

《消費者団体》 １団体  亘理町長 

宮城県生活協同組合連合会会長理事  山元町長 

   松島町長 

《教育・文化団体》 ５団体  七ヶ浜町長 

宮城県私立中学高等学校連合会会長  利府町長 

一般社団法人宮城県私立幼稚園連合会理事長  大和町長 

一般社団法人宮城県保育協議会会長  大郷町長 

宮城県ＰＴＡ連合会会長  大衡村長 

仙台市ＰＴＡ協議会会長  色麻町長 

   加美町長 

《法曹関係団体》 ２団体  涌谷町長 

仙台弁護士会会長  美里町長 

東北税理士会宮城県支部連合会会長  女川町長 

   南三陸町長 

   宮城県知事 
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別表２ （第４条関係）   

団体名等  団体名等 

   

《農林水産業関係団体》 ５団体  《市町村等》 ３６団体 

宮城県農業協同組合中央会  仙台市 

宮城県漁業協同組合  石巻市 

宮城県森林組合連合会  塩竈市 

一般社団法人宮城県畜産協会  気仙沼市 

宮城県土地改良事業団体連合会  白石市 

   名取市 

《商工業関係団体》 ５団体  角田市 

宮城県商工会議所連合会  多賀城市 

宮城県商工会連合会  岩沼市 

宮城県中小企業団体中央会  登米市 

一般社団法人みやぎ工業会  栗原市 

一般社団法人日本旅行業協会東北支部  東松島市 

   大崎市 

《保健医療福祉関係団体》 ５団体  富谷市 

公益社団法人宮城県医師会  蔵王町 

一般社団法人宮城県歯科医師会  七ヶ宿町 

公益社団法人宮城県放射線技師会  大河原町 

一般社団法人宮城県薬剤師会  村田町 

公益社団法人宮城県看護協会  柴田町 

   川崎町 

《交通運輸関係団体》 ３団体  丸森町 

公益社団法人宮城県トラック協会  亘理町 

公益社団法人宮城県バス協会  山元町 

東北港運協会  松島町 

   七ヶ浜町 

《消費者団体》 １団体  利府町 

宮城県生活協同組合連合会  大和町 

   大郷町 

《教育・文化団体》 ５団体  大衡村 

宮城県私立中学高等学校連合会  色麻町 

一般社団法人宮城県私立幼稚園連合会  加美町 

一般社団法人宮城県保育協議会  涌谷町 

宮城県ＰＴＡ連合会  美里町 

仙台市ＰＴＡ協議会  女川町 

   南三陸町 

《法曹関係団体》 ２団体  宮城県 

仙台弁護士会   

東北税理士会宮城県支部連合会   
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2233..処処理理水水のの取取扱扱いいにに関関すするる宮宮城城県県連連携携会会議議設設置置要要綱綱  
 
 （設置） 
第１条 東京電力福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水（以下「処理

水」という。）の取扱いに関して懸念される影響について，県内の関係団体等の意見

を集約し，国及び東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）

に対する申し入れ内容をとりまとめるため，「処理水の取扱いに関する宮城県連携会

議」（以下「連携会議」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 
第２条 連携会議は，次の事務を所掌する。 
 （１）処理水の取扱いに関して懸念される影響に係る意見集約に関すること。 
 （２）国及び東京電力への申し入れ内容のとりまとめに関すること。 
 （３）処理水に係る情報共有に関すること。 

（４）その他必要と認める事項に関すること。 
 
 （組織） 
第３条 連携会議は，別表に掲げる各団体の長等をもって構成する。 
２ 連携会議に座長及び副座長を置き，座長は宮城県知事，副座長は宮城県副知事（復

興・危機管理部の所管事務を担当する副知事）とする。 
３ 座長は，会務を総理する。 
４ 副座長は，座長を補佐し，座長に事故あるときは，その職務を代理する。 
 
 （部会） 
第４条 連携会議に必要に応じて業界団体ごとに部会を置く。 
２ 部会は，構成団体間の情報交換を行うとともに，連携会議の所掌事務のうち当該業

界に関する事項等について協議する。 
３ 部会の運営等に関して必要な事項は，別に定める。 
 
 （会議） 
第５条 連携会議の会議は，座長がこれを招集し，主宰する。 
２ 座長は，必要に応じ，議題に関係のある構成員のみを招集し，会議を開催すること

ができる。 
３ 座長は，必要があると認めるときは，会議に構成員以外の者の出席を求めることが

できる。 
 
 （庶務） 
第６条 連携会議の庶務は，宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課において処理す

る。 
 
 （雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか，連携会議の運営に関して必要な事項は，別に定

める。 
 
   附 則 
 この要綱は，令和３年５月１１日から施行する。 
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別表 （第３条関係） 

団体名等 

《水産業関係団体》 ７団体 

宮城県漁業協同組合 

宮城県沖合底びき網漁業協同組合 

宮城県近海底曵網漁業協同組合 

宮城県産地魚市場協会 

宮城県水産物流通対策協議会 

宮城県消費地魚市場協会 

宮城県食品輸出促進協議会 

 

《農業関係団体》 ２団体 

宮城県農業協同組合中央会 

宮城県農業会議 

 

《観光業関係団体》 １団体 

宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合 

 

宮城県議会 

宮城県市長会 

宮城県町村会 

宮城県 
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24.宮城県放射線・放射能測定実施計画（概要）

11  背背景景  

東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画（平成 24 年 3 月策定）に

基づき、宮城県が実施する放射線・放射能に関する測定について実施計画として取

りまとめたもの。なお、今後、状況の変化など必要に応じて更新していくものと

する。（最終改正：令和 6 年 4 月 1 日） 

22  目目的的  

県内を対象として宮城県が実施する放射線・放射能の測定を体系的に示しながら、

計画的に実施し、その結果を速やかに県民に対して公表していくことを目的とする。 

33  対対象象  

県が実施する放射線・放射能の測定を対象とするものとし、併せて国の取組につ

いても体系的に整理するもの。

44  基基本本的的事事項項  

（1）測定対象

空間放射線量率の監視をきめ細かく実施するとともに、食品についても、生産

段階と流通・消費段階において放射性物質濃度の測定を実施するほか、多面的に

飲食物以外も対象として必要な測定を実施する。

（2） 測定エリア

県、市町村及び国等が役割分担し、測定する体制を整備するものとする。

（3） 測定体制

県自ら測定する体制を整備するものとする。

（4）住民ニーズに対応できる測定

自分の目で測定結果を確認することによって不安を払拭したいという県民の

ニーズに対応するため、住民の求めに応じて放射線・放射能を測定する体制の整

備に努める。

（5）除染のための空間放射線量測定

県有施設の除染に必要な測定の実施に取り組むとともに、市町村が実施する空

間放射線量率測定に対して支援を行う。

（6）情報の発信

県民の不安解消や風評被害の防止のため、県の放射線・放射能のポータルサイ

ト「みやぎ原子力情報ステーション」への掲載をはじめ、報道機関への情報提供

などを通じ、迅速で分かりやすい情報の発信に努める。
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別表 （第３条関係） 

団体名等 

《水産業関係団体》 ７団体 

宮城県漁業協同組合 

宮城県沖合底びき網漁業協同組合 

宮城県近海底曵網漁業協同組合 

宮城県産地魚市場協会 

宮城県水産物流通対策協議会 

宮城県消費地魚市場協会 

宮城県食品輸出促進協議会 

 

《農業関係団体》 ２団体 

宮城県農業協同組合中央会 

宮城県農業会議 

 

《観光業関係団体》 １団体 

宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合 

 

宮城県議会 

宮城県市長会 

宮城県町村会 

宮城県 
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港湾区域

農産物

林産物

水産物

畜産物

一般食品

乳児用食品

牛乳

清涼飲料水

消費段階 住民対応の測定

県民が利用する施設等

港湾区域内海水

下水汚泥等(下水汚泥，下水汚泥焼却灰，汚泥燃料化物）

自然環境で採取・捕獲する食べ物

森林

工業用水

海水浴場の海水

土壌

公共用水域

放
射
性
物
質
濃
度
の
測
定

食べ物・飲み物

水道水

食品

生産段階

流通段階

食べ物を育む環境

堆肥等

きのこ原木，ほだ木

海域試料

空気・土壌などの一般環境

産業活動に伴う環境や物

家畜等の飼料等

降下物・大気浮遊じん

浄水発生土

地下水

放
射
線
量
の
測
定

一般環境

モニタリングポストによる常時監視

航空機モニタリング

自動車による走行サーベイ

産業活動に伴う環境や物

工業製品

浄水場

コンテナ

放射性物質がたまりやすい側溝等

海水浴場
県民が利用する施設等

＜別表＞ 
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2255..  原原子子力力発発電電所所のの安安全全確確保保にに係係るる連連絡絡体体制制等等にに関関すするる覚覚書書  

 

 

宮城県（以下「甲」という。）と東京電力株式会社（以下「乙」という。）は，乙の

福島第一原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全確保に係る連絡体制等につい

て，宮城県民の安全・安心を確保することを目的として，次のとおり覚書を交換する。  

 

（連絡事項）  

第１条 乙は，甲に対し，次の各号のいずれかに該当するときは，その内容を直ちに通

報するとともに，その対策について速やかに報告するものとする。  

(1) 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）

第６条の２第１項に基づき原子力規制委員会が制定する原子力災害対策指針の警

戒事態に規定する事象について，関係機関に通報したとき。 

(2) 原災法第１０条第１項に規定する事象について，関係機関に通報したとき。 

(3) 原災法第１５条第１項各号のいずれかに規定する事象の発生について，関係機関

に報告したとき。  

(4) 不測の事態により，発電所に係る放射性物質又は放射性物質によって汚染された

物が漏えいしたとき。  

(5) 気体状又は液体状の放射性廃棄物の放出量が，乙が定める原子炉施設保安規定に

基づく放出管理目標値を超えたとき。  

(6) 原子炉の運転中において，原子炉施設の故障等により，原子炉の運転が停止した

とき，又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき。  

(7) 原子炉の運転停止中において，原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある原子炉

施設の故障があったとき。  

(8) 発電所の敷地内において火災が発生したとき。  

(9) 発電所に係る放射性物質が盗取され，又は所在不明となったとき。  

(10) 宮城県内において発電所に係る放射性物質又は放射性物質によって汚染された

物の輸送中に事故が発生したとき。  

(11) その他発電所の安全確保に関し国に報告する事項又は前各号に準ずる異常が発

生したとき。  

 

（連絡体制） 

第２条 甲及び乙は，連絡方法，それぞれの連絡先及び実務担当者を定め，相互に通知

し，連携の強化を図るものとする。 
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２ 前項に定める連絡先又は実務担当者に変更があったときは，相互に通知するものと

する。 

 
（協議）  

第３条 この覚書に定める事項を変更しようとするとき，若しくはこの覚書に関し疑義

が生じたとき，又は県民の安全の確保に関してこの覚書に定めのない事項及びこの覚

書の施行に必要な細目については，甲乙協議して定めるものとする。  

 

 

この覚書を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持

する。 

 

 

 

平成２５年 ５月１７日（当初） 

平成２６年１０月２８日（一部改正） 

 

 

 

甲  宮城県知事   村 井 嘉 浩 

 

 

 

乙 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

東京電力株式会社 

代表執行役社長 廣瀬 直己 
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２ 前項に定める連絡先又は実務担当者に変更があったときは，相互に通知するものと

する。 

 
（協議）  

第３条 この覚書に定める事項を変更しようとするとき，若しくはこの覚書に関し疑義

が生じたとき，又は県民の安全の確保に関してこの覚書に定めのない事項及びこの覚

書の施行に必要な細目については，甲乙協議して定めるものとする。  

 

 

この覚書を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持

する。 

 

 

 

平成２５年 ５月１７日（当初） 

平成２６年１０月２８日（一部改正） 

 

 

 

甲  宮城県知事   村 井 嘉 浩 

 

 

 

乙 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

東京電力株式会社 

代表執行役社長 廣瀬 直己 
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